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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨・背景 

２ 計画の法的根拠と位置付け 

３ 計画の期間 

４ 計画策定の流れ  
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１ 計画策定の趣旨・背景 
 

（１） 計画策定の趣旨 
 

本市では、平成２７年度に施行された子ども・子育て支援制度に基づき、保育の量の拡充と質

の向上を図り、子育てに不安を抱える保護者が安心して子育てをすることができるよう安城市

子ども・子育て支援事業計画（以下「第１期計画」という。）を策定し、具体的施策を展開する

とともに、地域社会が子どもや家庭に寄り添い、誰もが子育てや子どもの成長に喜びや生きが

いを感じる社会を目指すための計画として推進してきました。 

近年、核家族化の進行、共働き家庭の増加、待機児童の発生、地域のつながりの希薄化、児

童虐待の深刻化、兄弟姉妹の数の減少など、子育て家庭を取り巻く環境が変化してきています。 

こうした社会風潮と同様に、本市においても共働き家庭が増え、特に低年齢児における保育

ニーズは年々増加傾向にあり、また、児童クラブにおいても同様に需要が増えている状況とな

っています。保育ニーズに対応するため、量の拡充として民間保育園の誘致や、幼稚園の認定

こども園への移行などを行い、質の向上として保育者の研修制度の充実などを図ってきました

が、受け皿の確保においては、依然として本市の喫緊の課題となっています。更に、核家族化

の進行により、子育てについての相談や急用時の子どもの預け先に悩みを抱える保護者も増え

てきています。 

こうした社会環境の変化に伴う新たな課題や、国の動向に対応するため、第１期計画の進捗

状況を踏まえた見直しを行い、幼児期の教育・保育を充実し、また、地域における多様な子ど

も・子育て支援を実施するとともに、すべての子どもや子育て家庭を地域全体で支える環境づ

くりを行い、「幸せと未来をつなぐ子育てのまち・安城」の実現を引き続き目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

（２） 計画策定の背景 
 

①少子化の進行 

平成２０年から日本の総人口は減少に転じ、少子高齢化が進行しています。今後も、出生

率が減少し、長寿化が進むことで少子高齢化が進むと予測されており、社会保障費の増加

や医療・介護サービス等の需要が増大すると懸念されています。 

 

②子育て世代の変化 

平成２６年にまち・ひと・しごと創生法が制定され、まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定される

と、国において長期的に大きな課題となっている少子高齢化と人口の減少に対応するための様々

な施策がスタートしました。 

特に、子ども・子育ての分野においては、若い世代が希望する時に結婚し、安心して妊娠・出

産・子育てができる環境の整備を計画的に進めていくための指針が示されています。 

 

③保護者等の働き方の変化 

国の働き方改革実現会議において働き方改革実行計画を策定し、子育てと仕事の両立を支援

する制度の整備を進めています。 

また、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組がなされているものの、育児休暇の取得

や平日の子どもとの関わりは未だ父母の間で大きな差があり、今後、家庭内の性別による役割の

固定化が無くなることが望まれます。 

 

④支援が必要な子どもへの対応 

厚生労働省が実施する国民生活基礎調査によると、６人に１人の子どもが相対的な貧困状況に

あり、特に、ひとり親家庭では半数以上が相対的な貧困状況に該当していると報告されています。 

また、近年、いじめや子どもに対する虐待及び子育て家庭の孤立化等が大きな問題となってい

ます。 

障害児支援においては、乳幼児期における気づきの段階から適切な支援につなげるとともに、

医療や保健・福祉・教育等の関係機関が連携し、ライフステージに応じた切れ目のない支援が受

けられる体制の構築が求められています。 

更に、近年、国外から転入する外国人が増加しており、日本で暮らし、子どもを生み育てる家庭

も増加しているため、幼児教育・保育、学校教育においても配慮が必要となっています。 
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２ 計画の法的根拠と位置付け 
 

（１） 計画の法的根拠 
 

本計画は、子ども・子育て支援法の第６１条に市町村の計画を策定することが義務付けられて

います。 

 

（２） 国の政策動向 
 

第１期計画の後継となる本計画においては、近年の政策動向を踏まえた内容を反映すること

とされています。主な政策動向は、次のとおりです。 

 

①子育て安心プラン等を踏まえた動き 

待機児童の解消に向けた保育の受け皿拡大を図るため、待機児童解消加速化プランの後継

計画となる子育て安心プランが平成２９年６月に策定され、女性就労率８０％に対応できる３２万人

分の保育の受け皿整備を令和２年度末までに実施することとされました。 

また、子育て安心プラン等による待機児童解消に向けて、子ども・子育て支援法に基づく基本

指針が平成３０年４月に改正されました。 
 

②幼児教育・保育の無償化 

平成２９年の働き方改革実行計画や経済財政運営と改革の基本方針２０１７（骨太の方針２０１

７）において幼児教育・保育の無償化の実施が提言され、その後、平成３０年の内閣府子ども・子

育て会議において、制度の具体化に向けた方針の概要が示されました。これにより、令和元年１０

月から、教育・保育施設の利用料が一部無償化されました。 
 

③児童クラブの受け入れ拡大 

近年の女性就労率の増加等により、共働き家庭の児童数は更に増える見通しで、児童クラブに

ついては、更なる受け皿の拡大を進めています。 

また、平成３０年９月に文部科学省から示されている新・放課後子ども総合プランにおいて、児

童クラブの待機児童の解消及び小１の壁を打破するための各方策について、子ども・子育て支援

事業計画又は行動計画に盛り込むこととされています。 
 

④子どもの貧困や虐待に関する動き 

子どもの貧困対策を総合的に推進するため、平成２６年に子どもの貧困対策の推進に関する法

律が施行されました。平成２９年には社会福祉法が改正され、あらゆる人が支援の制度の狭間に

陥ることを防ぎ、地域共生社会の中で丸ごと支えていくこととされています。 

また、統計を取り始めた平成２年から相談件数が増加の一途をたどっている子どもに対する虐

待について、平成２８年の児童福祉法の改正により、発生予防や発生時の対応など、対策の強化

を図ることとされています。 
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（３） 計画の位置付け 
 

本計画は、国から示された子ども・子育て支援法による基本指針に基づき、本市が取り組む

べき施策と達成しようとする目標や実施時期を明らかにし、財政状況を勘案しながら集中的、

計画的に取組を推進するとともに、上位計画である安城市総合計画やその他の関連計画と整合

を図り策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

国 子ども・子育て支援制度 
関連：子育て安心プラン 

 県 あいちはぐみんプラン 2020-2024 

第２期安城市子ども・子育て支援事業計画 

（令和２年度～令和６年度） 

安城市総合計画 

  
  まち・ひと・しごと創生総合戦略 

部門別計画 整合 整合 

安城市地域福祉計画 

安城市男女共同参画プラン 

健康日本２１安城計画 

安城市学校教育プラン２０２８ 

安城市多文化共生プラン 

その他関連計画 

安城市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 
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３ 計画の期間 
 
 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。計画策定後は、子ども・

子育て支援法第７７条第１項に基づき、安城市子ども・子育て会議にて定期的に進捗状況の確認を

行います。 

 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

     

第２期安城市子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１期安城市子ども・子育て支援事業計画 
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４ 計画策定の流れ 
 

（１） 安城市子ども・子育て会議 
 

福祉・医療・保健・教育等の関係者及び子育て当事者を含めた公募の市民により構成し、本

市の地域特性を生かした子育て支援を総合的・計画的に推進するため、市長から諮問を受け、

計画案を審議し、答申を行いました。 

 

（２） 安城市子ども・子育て支援事業計画策定幹事会 
 

関係各部の課長級職員により構成し、部局間の横断的な連携を図り、全庁的な体制のもとで

計画策定を進めました。 

 

（３）安城市子ども・子育て支援事業計画策定作業部会 
 

関係各課の実務担当者により構成し、本市の子育て支援に関する課題や具体的施策について

検討しました。 

 

◆策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各 課 

意見 

意向 

市民・関係団体対象 

アンケート調査 
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パブリックコメント 

安城市子ども・子育て会議 

策定幹事会 

策定作業部会 

（庁内組織） 

意見 

意向 
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第２章 本市の現状 
 

１ 統計資料からみる現状 

２ 子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

３ 子育て支援事業の取組状況 
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１ 統計資料からみる現状 
 

（１） 人口の推移 
 

○全国的には、少子高齢化が進み、人口は減少傾向にあります。 

○一方、本市の人口は、地理的な条件の良さから交通アクセスも良く、本市や近隣市に企業が

多いことから、年々増加しています。 

○人口は増加傾向にありながら１４歳以下の年少人口は減少し、６５歳以上の高齢者人口が増加し

ていることから、少子高齢化が進んでいることがわかります。 

 

◆図-１ ３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-２ 人口動態（自然動態、社会動態） 
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資料：住民基本台帳 ４月１日現在 

資料：安城の統計 
※自然動態：出生・死亡に伴う人口の動き 
※社会動態：転入・転出等に伴う人口の動き 
※増加人口は自然動態と社会動態に不明分を加えたもの 

（人） （％） 

（人） 

746 618 594 517 473 381 312 473 754 649 

1,127 

926 
1,019 

1,234 
1,086 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

自然動態 社会動態 増加人口



11 
 

（２） 踏まえるべき人口状況 
 

○人口ピラミッドをみると、男女ともに４５歳から４９歳までの年齢層が最も多く、それより若い

世代の年齢層の人口は少なくなっています。 

○５年後の２５歳から４４歳までの子育て世帯は、現在より、男女合わせて３,４０８人減少すると予

測されます。 

〇子育て世帯の減少に伴い、出生数も減少することが予測されます。 

 

◆図-３ 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外国人の人口推移をみると外国人人口は年々増加しています。 

○外国人労働力の活用が進められており、本市や近隣市に外国人を雇用している企業が多いこ

とから、今後も外国人の人口は増える可能性が高いと考えられます。 

 

◆図-４ 外国人の人口推移 
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（３） 子どもの人口推移 
 

○０歳から１１歳までの人口はわずかながら減少しています。 

○人口１,０００人あたりにおける出生数は、国、愛知県と比較しても、高い水準となっています。 

○本市の、まち・ひと・しごと創生総合戦略における人口ビジョンの分析によると、２０歳代で

は転入が多い一方で、３０歳代の子育て家庭が新たに住宅を取得する際に転出する傾向があり

ます。 

 

◆表-１ ０～１１歳人口の推移 

 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 

０歳 1,942 1,781 1,901 1,831 1,742 

１歳 1,913 1,954 1,806 1,943 1,814 

２歳 2,061 1,885 1,936 1,802 1,926 

３歳 1,880 2,022 1,848 1,922 1,765 

４歳 1,954 1,855 2,021 1,847 1,902 

５歳 1,957 1,947 1,853 2,003 1,832 

６歳 1,999 1,961 1,949 1,858 2,005 

７歳 2,000 2,001 1,934 1,950 1,852 

８歳 1,914 2,019 2,003 1,951 1,947 

９歳 1,940 1,908 1,995 2,003 1,951 

１０歳 1,893 1,939 1,920 1,994 2,003 

１１歳 1,981 1,906 1,940 1,920 1,996 

計 23,434 23,178 23,106 23,024 22,735 

 

◆図-５ 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳 ４月１日現在 

資料：安城の統計、愛知県衛生年報 

（単位：人） 

（人口 1,000人あたりにおける出生数） （人） 

1,937 1,827 1,827 1,802 1,745 

10.8 
10.2 10.1 9.9 9.6 

8.9 9.0 8.8 8.5 8.4 

8.0 8.0 7.8 7.6 7.4 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

出生数 市 県 国
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（４） 世帯と女性の労働状況 
 

○世帯の状況をみると、世帯数は年々増加していますが、一世帯あたりの人員数は減少してお

り、単身高齢者の増加や核家族化が進行していると考えられます。 

 

◆図-６ 世帯の状況と一世帯あたりの人員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○女性の就労率をみると、本市の２５歳から４４歳までの子育て世代の女性が、国や愛知県と比べ

て就労率が低い傾向があります。 

○本市の経年比較をみると、女性の就労率は上昇しており、今後は国や愛知県と同様な水準に

なることが予測され、特に３０代、４０代の就労率が上昇すると考えられます。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳 ４月１日現在 

資料：国勢調査 平成２７年 

現在の子育て 

世帯と想定される 

人口 

◆図-７ 女性の就労率（労働力率） ◆図-８ 本市の経年比較 

資料：国勢調査 平成１７年 

平成２７年 

（人/世帯） （人、世帯） 

（％） （％） 

185,179 186,104 187,192 188,693 189,331

71,712 72,717 73,691 74,628 75,444

2.58 2.56 2.54 2.53 2.51

0.00

1.00

2.00

3.00

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

人口 世帯数 一世帯当たりの人員数
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69.5

57.1 60.1

70.4 74.7
70.3
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44.4

12.7
17.1

74.7
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66.0

67.5 73.9 75.1 73.9

69.1

50.9
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0.0

25.0

50.0

75.0

100.0
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20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～
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40～

44歳

45～
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50～
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55～

59歳

60～
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65歳

以上

平成17年 平成27年
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78.0

66.0 67.5
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69.1

50.9

19.2

16.7

72.1
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68.9 69.7
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69.5
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73.5

72.7 76.0 77.9 76.2

69.4

52.1
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25.0

50.0
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19歳
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24歳
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44歳

45～

49歳

50～
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55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

市 県 国
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（５） 幼児教育・保育の状況 
 

○保育園の入園児数は年々増加し、幼稚園の入園児数は減少傾向にあります。 

○共働き家庭が増加しているため、今後も保育園の入園希望は増加し、幼稚園の入園希望は減

少すると予測されます。 

〇子どもの人数が減少する一方で、保育園の低年齢児（０歳から２歳まで）の入園児数は増加

しています。 

○入園児数が減少している幼稚園については、空き教室の有効活用や認定こども園化を推進す

るなどの検討をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-１１ 保育園、幼稚園、認定こども園の状況【平成３１年４月１日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：安城市 ４月１日現在 

◆図-９ 保育園の入園児数 ◆図-１０ 幼稚園の入園児数 

篠目中学校区 
定員総数：1,195人 
公立保育園：２園 

民間保育園：２園 

民間幼稚園：１園 

公立こども園：１園 

安祥中学校区 
定員総数：699人 
公立保育園：２園 

民間幼稚園：１園 

 明祥中学校区 
定員総数：545人 
公立保育園：３園 

民間こども園：１園 

 

安城南中学校区 
定員総数：1,350人 
公立保育園：２園 

民間保育園：２園 

民間幼稚園：１園 

公立こども園：１園 

民間こども園：１園 

安城西中学校区 
定員総数：1,175人 
公立保育園：５園 

民間保育園：２園 

民間幼稚園：１園 

 

資料：安城市 ５月１日現在 

桜井中学校区 
定員総数：985人 
公立保育園：４園 

民間保育園：１園 

民間幼稚園：１園 

 

安城北中学校区 
定員総数：1,246人 
公立保育園：３園 

民間保育園：３園 

公立幼稚園：１園 

民間こども園：２園 

 

東山中学校区 
定員総数：1,514人 
公立保育園：２園、民間保育園：２園 

公立幼稚園：１園、民間幼稚園：２園 

（人） （人） 

1,059 1,102 981 1,008 896

1,118 1,059 1,088 962 959

1,136 1,095 1,052 1,058
914

3,313
3,256 3,121

3,028
2,769

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

３歳 ４歳 ５歳

82 75 92 92 106
421 486 529 543 544

571 566 635 655 688

839 909 876 918 852

878 868
967 915 964

906 913
875 987 941

3,697 3,817
3,974 4,110 4,095

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳
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２ 子ども・子育て支援に関するニーズ調査 
 

（１） ニーズ調査概要 
 

本調査は、令和元年度に策定を行う子ども・子育て支援事業計画の策定資料として、保育ニ

ーズや子育て支援サービスの利用状況や利用意向、また、子育て世帯の生活実態、今後の要望・

意見などを把握することを目的に実施しました。 

 

○調査地域：安城市全域 

○調査対象：市内在住の就学前児童の保護者 

市内在住の小学生児童の保護者 

○抽出方法：住民基本台帳より、就学前児童２，０００人、小学生児童２，０００人の 

合計４，０００人を無作為抽出 

○調査期間：平成３０年１２月７日～１２月２１日 

○調査方法：郵送による配布・回収 

 

◆回収状況 

調 査 票 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

就学前児童 2,000 1,222 61.1% 

小学生児童 2,000 1,207 60.4% 

合  計 4,000 2,429 60.7% 

 

 

 

 

 

 

  

※次ページ以降のグラフにおいて、特に記載がない限り、安城市子ども・子育て支援に関するニーズ調査（平成３０年

度）から引用しています。 

※前回の調査は、平成２５年度に実施した安城市の子ども・子育てに関するアンケート調査を指します。 
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（２） 幼児教育・保育の実施評価 
 

○幼児教育・保育事業は５段階評価の平均が、重要度４.６７、満足度４.１０と、ともに高いことか

ら、現状では、保護者のニーズに対応した事業が運営できていると考えられます。 

〇駐車場や利用料金は重要度、満足度ともに低くなっています。駐車場については、低年齢児

の受け入れが増加したことにより、車で送迎をする保護者が多くなり、保育者の人数も増加

しているため、駐車場が足りていない状況となっており、それが結果に反映されていると考

えられます。 

〇施設環境については、重要度が高いのに対し満足度は若干低いため、老朽化した施設の改修

を進めていく必要があります。 

 

◆図-１２ 重要度×満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 重要度※ 満足度※ 

１．施設環境（園舎、園庭） 4.80 4.09 

２．保育士、教諭の適正配置 4.91 4.35 

３．実施行事（運動会、発表会等） 4.29 4.43 

４．給食 4.71 4.38 

５．利用料金 4.61 3.67 

６．駐車場 4.43 3.35 

７．預かり時間 4.65 4.15 

８．保護者への対応・情報提供 4.74 4.19 

９．安全面・健康面への配慮 4.92 4.32 

全項目の平均 4.67 4.10 

  

１．施設環境

（園舎、園庭）

２．保育士、教諭の適正配置

３．実施行事（運動会、

発表会等）

４．給食

５．利用料金

６．駐車場

７．預かり時間

８．保護者への対応・情報提供

９．安全面・健康面への配慮

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00

〔
重

要

度
〕

〔満 足 度〕

重要度：高

満足度：低

重要度：低

満足度：低

重要度：低

満足度：高

重要度：高

満足度：高

※全９項目について、「重要度」「満足度」ともに５段階評価で、点数に回答者数を乗じ、それぞれ

の項目の指数とします。（加重平均） 
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（３） 幼児教育・保育の状況 
 

○前回の調査結果と比較すると、フルタイムやパート・アルバイト等で就労している母親が増

えており、就労意向を持つ保護者の割合が高いことから今後もこの傾向が続くことが予想さ

れるため、保育ニーズが更に高まることが考えられます。 

○すべての年齢で、「フルタイムだが、現在産休・育休等の休業中」の人の割合が前回調査より

高くなっています。各職場で産休だけでなく、育休取得の推進が図られていると考えられま

す。 

○子どもの年齢別で前回調査と比較すると、０歳から３歳までの就労している母親の割合が前

回調査と比較して高くなっています。 

 

 

◆図-１３ 母親の就労状況×子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-１４ 今後の就労意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆図-１５ ○○歳になったころ 

前回調査 

0.0 

4.3 

8.6 

45.1 

20.0 

17.3 

4.7 

0% 20% 40% 60%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

不明・無回答
就学前保護者

（N=255）

23.6 

30.4 

52.4 

32.9 

14.2 

30.7 

9.9 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=487）

小学生保護者

（N=319）

子育てや家事等に専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子が○○歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

不明・無回答

16.4 

7.8 

19.5 

17.8 

20.2 

18.5 

17.8 

17.4 

33.7 

14.5 

18.8 

14.6 

6.8 

5.2 

19.4 

4.8 

14.9 

19.2 

23.2 

33.6 

32.6 

2.0 

2.6 

1.4 

4.3 

1.3 

0.7 

0.7 

39.9 

45.2 

47.1 

36.5 

34.8 

35.6 

37.0 

4.9 

5.9 

2.7 

3.4 

6.0 

4.8 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=1,222）

０歳（N=270）

１歳（N=221）

２歳（N=208）

３歳（N=233）

４歳（N=146）

５歳（N=135）

フルタイムで働いている

フルタイムだが、現在産休・育休等の休業中

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等だが、現在産休・育休等の休業中

現在は仕事をしていない

不明・無回答

17.4 

4.2 

16.9 

24.4 

18.2 

24.9 

27.5 

8.3 

24.0 

8.7 

3.1 

1.0 

1.9 

0.0 

24.9 

6.5 

17.4 

26.0 

33.0 

38.3 

38.0 

1.3 

3.9 

0.0 

0.8 

0.0 

1.4 

0.0 

41.9 

56.2 

49.4 

42.5 

40.4 

26.8 

27.5 

4.2 

3.6 

4.7 

1.6 

5.4 

4.3 

5.3 

2.0 

1.6 

2.9 

1.6 

2.0 

2.4 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=1,207）

０歳（N=308）

１歳（N=172）

２歳（N=127）

３歳（N=203）

４歳（N=209）

５歳（N=171）

フルタイムで働いている

フルタイムだが、現在産休・育休等の休業中

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等だが、現在産休・育休等の休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことだがない

不明・無回答
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○幼児教育・保育事業の利用状況について、前回調査と比較すると、０歳、１歳の低年齢児で

利用率が上がっていることがわかります。 

○３歳以上では、前回調査と同様に９０％以上が利用している状況にあり、子どもの数に比例し

て需要が増減するものと考えられます。 

○ニーズ調査の結果から、住んでいる中学校区内で幼児教育・保育事業を利用したいと回答し

た人の割合が、実際に利用していると回答した人の割合を上回ったことから、希望に添えて

いない状況があることがわかります。 

 

◆図-１６ 幼児教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-１７ 幼児教育・保育事業の利用している場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-１８ 幼児教育・保育事業の利用したい場所 

 

 

  

55.3 

10.4 

33.9 

36.5 

94.4 

99.3 

93.3 

39.9 

82.2 

60.6 

59.1 

1.3 

0.0 

1.5 

4.8 

7.4 

5.4 

4.3 

4.3 

0.7 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=1,222）

０歳（N=270）

１歳（N=221）

２歳（N=208）

３歳（N=233）

４歳（N=146）

５歳（N=135）

利用している 利用していない 不明・無回答

57.7 

7.1 

28.5 

45.7 

92.6 

98.1 

96.5 

40.0 

91.2 

69.8 

48.8 

3.4 

1.9 

0.6 

2.3 

1.6 

1.7 

5.5 

3.9 

0.0 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=1,207）

０歳（N=308）

１歳（N=172）

２歳（N=127）

３歳（N=203）

４歳（N=209）

５歳（N=171）

利用している 利用していない 不明・無回答

62.1 30.3 4.9 2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=676）

住んでいる中学校区内 住んでいる中学校区以外の安城市内

他の市町村 不明・無回答

84.4 11.5 

2.3 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前保護者

（N=1,222）

住んでいる中学校区内 住んでいる中学校区以外の安城市内

他の市町村 不明・無回答

前回調査 
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（４） 放課後の子どもの過ごし方 
 

○子どもが６歳から９歳までの母親の就労状況は、低学年においては、フルタイムで就労して

いる割合が前回調査と比較して高くなっています。高学年においては、フルタイムの割合が

低く、また、全年齢でパート・アルバイト等の割合が減っており、学年によって母親の就労

形態が変化しています。 

○児童クラブの利用は、低学年では、前回調査と比べて２９.２％と大幅に増加しています。 

○放課後を自宅や習い事で過ごす小学生の割合が高いことがわかります。 

 

◆図-１９ 母親の就労状況×子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-２０ 小学生の放課後過ごしている場所＜複数回答＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前回調査 

80.0 

20.5 

61.4 

2.6 

19.3 

1.9 

0.4 

37.0 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、水泳、空手、学習塾等）

児童センター

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公園、外遊び等）

不明・無回答

小学生保護者

（N=1,207）

前回調査 

※児童クラブの利用状況 
（前回調査時は低学年保護者のみの調査） 

低学年のみ 
では 29.2% 

23.4 

22.4 

27.0 

25.5 

23.5 

22.1 

19.7 

19.8 

1.4 

2.4 

2.6 

3.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

43.2 

36.5 

32.7 

39.0 

43.5 

53.9 

51.0 

46.2 

0.7 

3.5 

1.0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

26.4 

28.2 

34.2 

25.5 

28.0 

19.1 

22.3 

29.2 

5.0 

7.1 

2.6 

6.5 

3.5 

4.4 

7.0 

4.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者

（N=1,207）

６歳（N=85）

７歳（N=196）

８歳（N=200）

９歳（N=200）

10歳（N=204）

11歳（N=157）

12歳（N=106）

フルタイムで働いている

フルタイムだが、現在産休・育休等の休業中

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等だが、現在産休・育休等の休業中

現在は仕事をしていない

不明・無回答

20.3 

19.6 

19.9 

20.7 

18.9 

22.4 

21.2 

0.4 

0.5 

0.5 

0.4 

0.5 

0.5 

0.0 

50.5 

45.5 

50.0 

49.8 

54.1 

47.7 

52.4 

0.2 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

21.3 

24.9 

21.4 

25.6 

18.4 

20.6 

18.4 

4.8 

6.3 

5.3 

2.2 

5.9 

5.1 

5.2 

2.5 

3.2 

2.4 

1.3 

2.2 

3.3 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者

（N=1,284）

６歳（N=189）

７歳（N=206）

８歳（N=227）

９歳（N=185）

10歳（N=214）

11歳（N=212）

フルタイムで働いている

フルタイムだが、現在産休・育休等の休業中

パート・アルバイト等で働いている

パート・アルバイト等だが、現在産休・育休等の休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことだがない

不明・無回答

19.3 78.9 1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者

（N=622）

利用している 利用していない 不明・無回答
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○就学前児童の保護者を対象とした調査結果では、小学校就学後に希望する放課後の過ごさせ

方について、低学年で約４割、高学年で約２割の児童クラブの利用意向があります。 

○前回調査と比較すると、低学年、高学年ともに、児童クラブの利用意向が高くなっています。 

 

◆図-２１ 希望する放課後の過ごさせ方＊５歳以上のお子さんをお持ちの保護者のみ＜複数回答＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.7 

20.5 

60.8 

3.5 

9.4 

17.0 

0.0 

23.4 

4.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

59.1 

17.0 

48.0 

5.3 

9.9 

31.0 

0.6 

22.2 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、

サッカークラブ、学習塾等）

児童センター

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

就学前保護者

（Ｎ＝171）

69.8 

23.1 

63.7 

12.3 

19.3 

0.9 

0.5 

24.1 

15.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58.5 

22.6 

57.1 

11.3 

39.6 

2.4 

0.9 

23.6 

12.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、水泳、

空手、学習塾等）

児童センター

放課後児童クラブ

（学童保育）

放課後等デイサービス

ファミリー・サポート・センター

その他（公園、外遊び等）

不明・無回答

就学前保護者

（Ｎ＝212）

【低学年（１～４年生）】 【高学年（５、６年生）】 

前回調査 

【低学年（１～３年生）】 【高学年（４～６年生）】 



21 
 

（５） 地域子ども・子育て支援事業について 
 

○祖父母をはじめとした親族等からの支援の有無は、子育てのしやすさに大きな影響があります。 

○祖父母等と近居・同居していない家庭は、している家庭に比べて、支援が「まったくない」と回答した

人の割合が高くなっています。 

○祖父母からの子育て支援は「子どもの相手・預かり（急用等のとき）」と回答した人の割合が

最も高く、「食料、家財等の援助」と回答した人の割合は次に高く、いずれも子どもの成長に

伴って支援が減少する傾向があります。 

○子育てに関して相談できる相手としては、就学前保護者は「祖父母、兄弟姉妹」と回答した

人の割合が最も高く、小学生の保護者では、「友人や知人」と回答した人の割合が最も高くな

っています。就学前保護者においては、「祖父母、兄弟姉妹」「友人や知人」と回答した人の

割合が前回調査より低くなっています。 

 

◆図-２２ 祖父母からの子育て支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-２３ 子育てに関して相談できる相手について 

 

 

 

 

 

  

85.8 

82.5 

11.4 

12.1 

5.7 

22.1 

15.1 

0.0 

11.6 

1.2 

2.7 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（あんぱーく、児童センター、

子育て支援センター、つどいの広場等）

保健所・保健センター

保育園

幼稚園

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

安城市の子育て関連相当窓口

（子ども課等）

その他

不明・無回答

就学前保護者（N=1,027）

前回調査 

26.8 

57.1 

1.2 

11.7 

11.0 

5.4 

47.4 

54.2 

6.1 

23.1 

11.1 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常的に祖父母等の親族

にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等

の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答
就学前保護者（N=1,207）

小学生保護者（N=1,284）

82.2 

74.4 

12.4 

23.7 

14.1 

0.2 

9.8 

3.0 

2.1 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あて名のお子さんの

祖父母、兄弟姉妹

友人や知人

近所の人

幼稚園や保育園等の

職員

行政機関の職員

（保健センター、子育て支援

センター、あんぱ～く等）

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

気軽に相談できる人は

いない

その他

不明・無回答
就学前保護者

（N=1,222）

67.9 

71.9 

15.8 

9.9 

8.9 

0.2 

6.6 

5.3 

2.5 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あて名のお子さんの

祖父母、兄弟姉妹

友人や知人

近所の人

幼稚園や保育園等の

職員

行政機関の職員

（保健センター、学校、

教育委員会等）

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

気軽に相談できる人は

いない

その他

不明・無回答
小学生保護者

（N=1,207）

前回調査 

22.1 

56.5 

9.5 

9.5 

12.8 

15.8 

35.8 

11.0 

3.7 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの相手・預かり

（日常的に）

子どもの相手・預かり

（急用等のとき）

子どもの送り迎え

教育やしつけ

家事の手伝い

金銭的な援助

食料、家財等の援助

まったくない

その他

不明・無回答

就学前保護者

（N=1,222）

15.3 

49.3 

13.0 

9.3 

10.3 

12.8 

23.2 

21.6 

5.0 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生保護者

（N=1,207）
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○地域子育て支援拠点事業の利用状況は、前回調査と比較して「利用していない」と回答した

人の割合が若干減っています。また、現在、子育て支援事業を利用している人が、更に利用

日数を増やしたいという意向が高くなっています。 

○利用を増やしたい人の希望回数は、１週間あたりでは「１回～２回」が４１.７％、１か月あた

りでは「３回～４回」が１８.８％となっています。 

 

◆図-２４ 地域子育て支援拠点事業利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-２５ 今後の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆図-２６ 利用を増やしたい人の希望回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.1 

14.1 

51.4 

9.2 

0% 20% 40% 60% 80%

地域子育て支援拠点事業

（あんぱ～く、児童センター、子育て支援

センター、つどいの広場）

その他安城市で実施している類似事業

（赤ちゃん広場、乳幼児学級、

幼稚園・保育園の園開放）

利用していない

不明・無回答
就学前保護者

（N=1,207）

前回調査 

18.7 

17.8 

53.4 

10.1 

0% 20% 40% 60% 80%

利用していないが、

今後利用したい

すでに利用しているが、

今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を

増やしたいとは思わない

不明・無回答
就学前保護者

（N=1,222）

前回調査 

22.3 

15.6 

53.3 

8.9 

0% 20% 40% 60% 80%

利用していないが、

今後利用したい

すでに利用しているが、

今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を

増やしたいとは思わない

不明・無回答
就学前保護者

（N=1,207）

28.5 

8.3 

50.4 

19.9 

0% 20% 40% 60% 80%

地域子育て支援拠点事業

（あんぱ～く、児童センター、子育て支援

センター、つどいの広場、移動児童館）

その他安城市で実施している類似事業

（赤ちゃんサロン、乳幼児学級、

幼稚園・保育園の園開放）

利用していない

不明・無回答 就学前保護者

（N=1,222）

41.7 

19.7 

3.7 

34.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回～２回

３回～４回

５回以上

不明・無回答

１週あたり

（N=218）

11.0 

18.8 

10.6 

59.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１か月あたり

（N=218）
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○前回調査と比べて、子育て支援事業の利用意向は上がっている一方で、認知度が低下してい

ます。 

○「知っている」事業を前回調査と比較すると、②あんステップ（発達相談、療育）が９.６ポイ

ントと最も認知度が上がっており、前回調査の療育センター（発達相談、療育訓練）から、

分散していた発達に関する相談や療育支援の機能を一つに集約することで利用者の利便性の

向上を図り、あんステップを整備した結果だと考えられます。 

○「利用している」事業を前回調査と比較すると、③公民館講座の利用率が低くなっており、

⑦つどいの広場や⑧子育て支援センターの利用が高くなっています。 

○「利用したい」事業は、⑤保育園や幼稚園の園庭等の開放や⑧子育て支援センターと回答し

た人の割合が高くなっています。 

 

◆図-２７ 子育て支援事業の認知度、利用度、利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【知っている】 

 

【利用している】 

 

【利用したい】 

 

【知っている】 

 

【利用している】 

 

【利用したい】 

 

前回調査 

89.2 

49.7 

57.2 

24.8 

78.6 

76.3 

37.2 

75.9 

76.5 

59.4 

64.7 

49.5 

36.1 

4.5 

46.6 

38.1 

71.5 

13.9 

18.1 

57.6 

17.3 

15.5 

36.6 

30.5 

44.9 

60.6 

6.3 

3.7 

4.7 

3.7 

7.5 

5.6 

5.2 

6.7 

7.9 

4.0 

4.7 

5.6 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①保健センター

（妊娠中から乳幼児期の相談・教室）

②あんステップ（発達相談、療育）

③公民館講座（家庭教育、乳幼児学級）

④教育センター（教育相談）

⑤保育園や幼稚園の園庭等の開放

⑥あんぱ～く（子育てに関する相談）

⑦つどいの広場

⑧子育て支援センター

⑨児童センター

⑩ファミリー・サポート・センター

⑪子育て情報紙「ささえねっと」

⑫児童遊園・ちびっこ広場

⑬産後の家事・育児支援

就学前保護者（N=1,222）

はい いいえ 不明・無回答

54.7

28.4

43.3

33.6

62.8

48

38.3

56.1

71.2

33.1

49.6

62.4

33.2

31.8

58.3

43.9

52.6

25.6

39.3

48.3

30.5

16.5

54.5

36.6

24.8

54.3

13.5

13.3

12.8

13.7

11.6

12.7

13.4

13.4

12.3

12.4

13.8

12.8

12.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

64.7

7.9

21.4

2.2

50.5

35.6

23.1

52.9

64.1

4.0

39.1

35

3.1

28.6

80.8

68.5

84.9

42.7

56.8

66.8

39.8

30.4

85.1

51.4

55.7

85.4

6.7

11.3

10.1

12.8

6.8

7.6

10.1

7.4

5.6

10.9

9.5

9.2

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50.8

25.2

46.3

37.4

52.4

47.1

33.7

47.4

70.3

34

47.1

65.6

36.9

62.1

42.9

49.7

36.2

41.7

54.0

40.8

19.3

54.1

40.8

23.6

12.3

12.7

10.8

12.8

11.4

11.3

12.3

11.8

10.4

11.9

12.1

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

68

7.5

30.3

5.1

55.4

36.7

14.1

42.4

61.3

5.8

33.3

42.1

26.3

82.9

61.6

84.0

37.9

56.6

76.0

50

32.7

84.6

58.2

50.5

5.6

9.5

8.0

10.9

6.6

6.7

9.9

7.6

6.0

9.6

8.5

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

91.9

40.1

66.5

31.7

81.6

79.6

35

76.8

78.7

61.1

61.4

56.8

2.7

55.3

27.5

62.9

12.4

14.8

59.8

17.9

15.2

34

33.6

37.4

5.5

4.6

6.0

5.4

6.0

5.6

5.2

5.3

6.1

5.0

5.0

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健センター（妊娠中から

乳幼児期の相談・教室）

療育センター（発達相談、療育訓練）

公民館講座（家庭教育・乳幼児学級）

療育センター（教育相談）

保育園や幼稚園の園庭などの開放

あんぱーく

つどいの広場

子育て支援センター

児童センター

ファミリー・サポート・センター

子育て情報誌「ささえねっと」

児童遊園・ちびっこ広場

はい いいえ 不明・無回答

就学前保護者（Ｎ＝1,207）
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３ 子育て支援事業の取組状況 
 

（１） 評価 
 

本市では、様々な子育て支援事業に取り組んできました。第１期計画における、基本方針ご

との達成率からも、一定の成果があったといえます。第１期計画は平成２７年度から令和元年度

までの計画となっており、下記達成率は平成３０年度の各施策の達成状況となっています。 

 

基本方針 施策数 
達成状況 

達成率 
達成数 

概ね 

達成の数 

評価 

不可の数 

未達成 

の数 

１．乳幼児期の教育・保育環境の

充実 
14 12 2 0 0 100％ 

２．学童期からの「生きる力」を育む

環境整備 
34 30 1 3 0 91％ 

３．地域社会における子育て支援 42 35 4 1 2 92％ 

４．安心・安全な妊娠・出産・育児

のための保健対策 
19 17 2 0 0 100％ 

５．支援を必要とする子どもや保護

者への対策 
14 14 0 0 0 100％ 

合計 123 108 9 4 2 95％ 

 

 

 

 

 

  

※５年間の計画期間に対し、平成３０年度実績は４年目の評価であることを勘案し、目標値の８割以上の達成率のも

のを、概ね達成としました。 

※達成率は概ね達成を含みます。 

※計画期間内に事業が終了し、すでに実施していないものは評価不可としています。 
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（２） 各基本方針の主な重点項目についての評価及び取組 
 

第１期計画中に実施した主な重点項目の評価については、以下のとおりです。 

 

 

 

①通常教育・保育事業の推進 

待機児童を解消するため、受け入れ体制を整える事業 

○市内には、平成３１年４月１日時点で、公立保育園２３園、公立幼稚園２園、公立認定こども園２

園、民間保育園１２園、民間幼稚園７園、民間認定こども園４園があります。 

○平成３１年４月１日時点で、保育園、幼稚園、認定こども園で定員総数８，５１３人の受け入れ体

制を整えています。 

○保護者の就労状況等に応じて、柔軟に子どもを受け入れられる施設として、令和元年度から公

立幼稚園２園を認定こども園へ移行しました。 

○共働き家庭の増加により、特に低年齢児の入園希望が高まっているため、園舎の増改築や改

修及び民間保育園を誘致することにより定員の確保を図っています。令和元年度には、ブライト

保育園、麦のうさぎ保育園が新たに開園しました。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

在園児数 6,633人 6,806人 達成 

 

②幼稚園・保育園の施設整備 

子どもが、安心して園での生活を送ることができるよう、施設の老朽化に伴う計画的な改修及び

幼児教育・保育環境の向上を図るための整備を行う事業 

○平成２８年度にみのわ保育園を、平成３０年度に和泉保育園を改築することで受け皿の確保に

取り組んできました。 

○老朽化している園舎について、長寿命化のための建物外部だけでなく、床や壁、空調機等の

内装や設備も更新し、あわせて低年齢児の保育に有用な設備を設置しました。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

改築・改修 

施設数 
2園 

3園 

改築：和泉保育園 
改修：みその保育園 

新田保育園 

達成 

 

 

  

方針１ 乳幼児期の教育・保育環境の充実 



26 
 

③一時預かり事業の充実 

保護者の就労、疾病、冠婚葬祭や介護等の理由により、子どもの保育が一時的に困難になった

ときに預かる事業 

○保育園において実施していましたが、平成２６年度から幼稚園においても事業を開始し、利用

者の拡大につながりました。 

○保育園は入園していない子を預かり、幼稚園・認定こども園は通園している園で通常の保育時

間を超えて預かります。 

○平成３１年４月時点で、公立保育園６園、民間保育園６園、公立認定こども園２園、民間認定こ

ども園１園、公立幼稚園２園で実施しています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

利用延べ人数 58,333人 72,493人 達成 

 

④時間外保育事業の充実 

保育園で就労等により長時間の保育を必要とする保護者のために、通常の利用時間である１１

時間以上の保育を行う事業 

○時間外保育事業は公立保育園１２園、民間保育園１２園、公立認定こども園２園、民間認定こど

も園１園で実施しています。 

○通常の利用時間を超え、１２時間まで保育を行っている園は、公立保育園１２園、民間保育園５

園、公立認定こども園２園となっており、１３時間まで保育を行っている園は、民間保育園６園、

民間認定こども園 1 園となっています。更に、民間保育園 1 園で、午後１０時までの１５時間の

時間外保育を実施しています。 

○出産後もフルタイムで働く女性が増えており、保育時間の延長に対するニーズを満たすため、

低年齢児保育の提供体制の整備を優先的に進めてきました。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

利用人数 615人 595人 概ね達成 

 

⑤病児・病後児保育事業の充実 

病気または病気の回復期にあり、集団での保育が困難な生後６か月から小学校３年生までの子

どもが、保護者の就労等の理由により、家庭で保育を受けられない場合に限り、連続７日間を限度

に子どもを預かる事業 

○民間の病児・病後児保育室において、月曜日から土曜日までの、午前８時１５分から午後６時ま

で預けることができます。 

○子育て情報誌にて、病児・病後児保育事業の周知を図りました。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

利用延べ人数 204人 252人 達成 
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⑥放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の推進 

昼間保護者が就労等で家庭にいない小学生に、遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を

図る事業 

○月曜日から金曜日までの放課後から午後７時まで、土曜日及び長期休暇の午前７時３０分から

午後７時までの間、小学校１年生から４年生までを対象として実施してきました。余裕のある学

校では、６年生まで受け入れています。 

○共働き家庭の増加から、小学校高学年まで児童クラブに入れたいという要望を受け、空き教室

を利用したり、新たにクラブの設置を行うことで受け皿の確保を図ってきました。 

○低学年の受け入れを積極的に行ってきたため、高学年の利用希望に添えていない部分があり

ますが、すべての小学校で、６年生までの受け入れ実施に向け準備を進めています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

実施人数 
1～3年生 1,229人 

4～6年生  511人 

1～3年生 1,681人 

4～6年生  446人 
概ね達成 

 

 

 

⑦利用者支援事業の推進 

子育て家庭の不安を取り除くことを目的とし、子育て支援アドバイザーがそれぞれの家庭に応じ

た情報提供及び相談等を行う事業 

○あんぱ～くに子育て支援アドバイザーを配置し、子育てに関して、相談者の実情に応じた窓口

を案内しています。 

○平成２６年度から実施していますが、出張保育説明会の開催回数を増やした結果、見込みを超

える多くの人に利用されています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

子育て支援アドバイ

ザーによる出張保

育説明会開催回数 

8回 48回 達成 

 

  

方針２ 学童期からの「生きる力」を育む環境整備 

方針３ 地域社会における子育て支援 
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⑧地域子育て支援拠点事業の充実 

身近な地域に子育て中の親子が集う場所を提供し、交流や相談、情報提供や講習会を行う事

業 

○児童センター９か所、子育て支援センター５か所、つどいの広場４か所の計１８か所で実施して

います。 

○保護者の不安を取り除き、地域との交流の場として多くの人の利用があります。 

○各センターでは、対象年齢に合わせたイベントを企画し、来所しやすい環境づくりを行いまし

た。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

地域子育て支援拠

点事業の実施か所

数・延べ利用人数 

計 18か所 

113,616人 

計 18か所 

144,839人 
達成 

 

⑨ファミリー・サポート・センター事業の推進 

育児の援助をする人（提供会員）と援助をしてもらいたい人（依頼会員）が会員になり、お互いに

助け合う会員組織の事業です。 

○乳幼児や小学生等の子を育てている保護者が依頼会員となり、子どもの習い事の送迎等の援

助を提供会員に依頼する相互の助け合い活動に関する連絡、調整を行います。 

○依頼会員は増加し続ける一方で、提供会員は減少しており、高齢化も進んでいます。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

利用延べ人数 1,407人 2,721人 達成 

 

⑩子育て短期入所生活支援事業（ショートステイ）の充実 

保護者の疾病等により、家庭において子どもの養育が困難になったとき、児童養護施設等で短

期間の宿泊で子どもを預かる事業 

○年度によって利用人数にばらつきがありますが、必要な時に必要な人が利用できるよう、利用

可能な施設の確保に努めています。 

○市内１か所、市外５か所（岡崎市、豊橋市、碧南市）で実施しています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

利用延べ人数 10人 20人 達成 
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⑪妊婦健康診査事業 

妊娠の届出をした人に、妊婦健康診査の受診票を交付し、健診を受け健康管理が行えるよう費

用助成を行う事業 

○妊娠の届出を１１週までに行うと、妊婦健康診査費用の負担軽減や健康管理につながるため、

早期に届出を行うよう周知を図りました。 

○妊娠の早い段階で届出をする人の割合が９６．３％と高い水準になっているため、不安や悩み

を抱える人を早期に把握することができ、妊娠期からの切れ目ない支援を実施しました。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

妊娠１１週までの 

届出率 
95％ 96.3％ 達成 

 

⑫乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月を迎えるまでの乳児のいる全家庭を訪問し、育児不安を軽減し、育児の孤立化を防

ぎ、支援が必要な家庭に対して、養育支援訪問事業等のサービスにつなげる事業 

○９９.９％と高い実施率となっており、海外出産などの訪問ができない場合を除き、全戸訪問の実

施ができています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

乳児のいる家庭へ

の訪問率 
100％ 

99.9% 
対象家庭数 

1,810件 
実施家庭数 

1,808件 

概ね達成 

 

 

  

方針４ 安心・安全な妊娠・出産・育児のための保健対策 
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⑬養育支援訪問事業の推進 

子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭や様々な理由により養育支援が必要な家庭に対し

て家事・育児支援を行う事業 

○妊娠期から支援が必要となる家庭を把握し、乳幼児期の養育支援につなげています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

利用人数 利用実人数 37人 
87人 

家事育児 40人 
専門的支援 47人 

達成 

 

⑭（仮称）子ども発達支援センターの整備 

療育センター、サルビア学園を併せ、さらに機能を高めた「（仮称）子ども発達支援センター」の

整備を推進する事業 

○平成３０年７月１７日に開所し、これまで療育センターやサルビア学園、保健センター、教育セン

ター、社会福祉会館に分散していた発達に関する相談や療育支援の機能を集約し、利用する

人の利便性の向上を図りました。 

〇知的に遅れはないものの発達に遅れや偏りがあり、生活のしづらさを感じている親子を支援す

るための事業を新たに実施しています。 

 

 1期計画の目標値 平成 30年度実績値 評価 

（仮称）子ども発達

支援センターの整備 
1か所 1か所 達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針５ 支援を必要とする子どもや保護者への対策 

子ども発達支援センター「あんステップ♫」 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

２ 計画推進の視点 

３ 基本方針 

４ 施策体系図 
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１ 基本理念 
 

 

 

 

 

幸せと未来をつなぐ 

子育てのまち・安城 
 

子どもが健やかに育つことは、子どもや保護者の幸せにつながるだけでなく、

これからの社会の担い手を育成するという社会全体の重要な課題といえます。 

本計画では、第１期計画の考え方を継承し、今後も家庭・地域・社会の一体的

な取組を推進することにより、すべての子どもの健やかな育ちと保護者の子育て

を地域社会全体で支援し、子育てを通して子ども・保護者をはじめ市民一人ひと

りが幸せを実感でき、未来につながるまち、「幸せと未来をつなぐ 子育てのま

ち・安城」を目指します。 
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２ 計画推進の視点 
 

（１） 子どもの最善の利益が確保される 
 

子どもの視点に立ち、社会的な支援の必要性が高い子どもを含め、すべての子どもに対し、

一人ひとりの健やかな育ちが等しく保障されるよう計画を推進します。 

 

（２） 保護者に寄り添い、保護者も成長する 
 

子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげます。保護者が自信を持って子どもと向き合い、

成長し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう計画を推進します。 

 

（３） 子育て家庭を支援する環境を整備する 
 

子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が変化する中で、本市に住む全ての子育て家庭を支

援できる環境整備を検討します。 

 

◆視点を踏まえた子育て支援の目指すべきサイクル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育てしやすい 
安城の実現 

安心できる 
出産 

子どもの 
健やかな成長 

育児の不安 
負担の軽減 

安心して 
預けられる 

人材の確保 
資質の向上 

受け皿の 
確保 
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３ 基本方針 
 

（１） 安全・安心な妊娠・出産・育児のための保健対策 
 

核家族化の進行や地域社会の変化等により、妊娠期や産後に不安や困りごとを抱えこんでし

まい、産前・産後うつ等になる人の増加が社会問題となっています。 

そのため、妊娠・出産への支援を充実するとともに、子どもの健康増進や小児医療の充実を

図るなど、安全・安心な妊娠や出産、育児をするための保健対策を推進します。 

 

（２） 幼児期の教育・保育環境の充実 
 

共働き家庭の増加や家庭形態の変化等から、第１期計画を推進するうえで、低年齢児の保育

ニーズの増加への対応が大きな課題となっています。 

多様化する保育ニーズを満たすための幼児教育・保育の量の確保を図るとともに、乳幼児期

の重要性や特性を踏まえた幼児教育・保育の質の向上に向けた取組を推進します。 

また、引き続き、子どもの一時的な預りや延長保育、休日の保育等の保育サービスを実施し

ます。 

 

（３） 学童期からの「生きる力」を育む環境整備 
 

子どもは、将来の社会を築き、支えていく重要な役割を担っています。社会の変化が激しく

なる中で、自分らしく生きることができ、自立していくためには、生きる力を育む必要があり

ます。 

そのため、多様な学びの場の充実を図り、豊かな心を育てます。 

また、悩みを抱える子どもの相談、支援体制を充実させるなど、青少年の健全育成に取り組

みます。 

 

（４） 子どもの居場所づくり 
 

共働き家庭の増加により、放課後に子どもが安心して過ごせる環境に対する保護者の需要が

高まっています。児童クラブに対する需要は増加の一途をたどり、低学年のみならず高学年に

まで及んでいますが、本市は児童数が減少しているものの、全国的な傾向と比較して緩やかで

あるため、小学校の空き教室の確保が難しい状況となっています。 

このため、新たな児童クラブの整備を始め、子どもが放課後に安心して過ごすことのできる

居場所づくりを推進します。 
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（５） 支援を必要とする子どもや保護者への対策 
 

子育てをめぐる環境や社会環境は変化しており、ひとり親に対する支援を進めていますが、

生活に困窮し、子どもの貧困に直面している家庭は少なくありません。また、近年では発達障

害などの特性や早期療育の有効性への理解が進んだということもあり、障害児支援に係る福祉

サービスの利用者数が増えており、今後も増加が予想されています。更に、子どもの心身に深

刻な影響を与え、子どもの権利の侵害となる児童虐待等が社会問題となっています。 

このような状況を踏まえ、ひとり親家庭等の自立した生活への支援を行い、発達障害をはじ

めとする障害児に対する適切な支援を安定的に提供できるよう民間活力を導入した施設整備を

促進し、虐待を未然に防ぐため、関係機関との情報交換、連携の強化を図るなど、支援が必要

な子どもや保護者への対策を推進します。 

 

（６） 子育てしやすい社会環境の整備 
 

ライフスタイルに対する意識や価値観の多様化に伴い、仕事と家庭を両立させるために男性

の育児への参画を促すなど、誰もが子どもを産み育てたいと思う環境の整備が必要です。 

そのため、ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめとして、安心して子どもを遊ばせるこ

とのできる場所の整備や、子育てに係る負担を軽減することにより、全ての子育て家庭が子育

てしやすい環境を整備します。 

 

（７） 地域社会における子育て支援 
 

家族形態の変化や価値観の変化から、地域のつながりは希薄化が進んでおり、身近な人々か

ら子育てに対する支援や協力を、簡単には得られない状況となっています。 

そのため、利用者に合った情報提供体制の整備など、きめ細かい子育て支援サービスの充実

を図ります。そして、子育て家庭と地域との交流による子育て支援ネットワークの構築を推進

し、地域コミュニティの中で子どもが育まれる環境の整備に努めます。 
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４ 施策体系図 
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も成長する 

子育て家庭を 
支援する環境を
整備する 

方針 

幼児期の教育・保育環境の充実 

（１）幼児教育・保育の量の確保 
（２）幼児教育・保育環境の質の向上 

学童期からの「生きる力」を育む環境整備 
（１）豊かな心の育成 
（２）青少年をとりまく環境整備 

子どもの居場所づくり 

（１）放課後等の環境整備 

支援を必要とする子どもや保護者への対策 
（１）ひとり親家庭の自立支援の推進 
（２）障害児施策の充実 
（３）子どもが安全・安心に育つ体制の整備 

地域社会における子育て支援 

（１）子育て支援サービスの充実 
（２）子育て支援ネットワークの構築 

子育てしやすい社会環境の整備 
（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 
（２）子育てにやさしい環境の整備 
（３）子育て家庭への経済的な支援 

安全・安心な妊娠・出産・育児のための保健対策 
（１）安全・安心な妊娠・出産への支援 
（２）子どもの健康増進 
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第４章 具体的な施策 
 

 

１ 安全・安心な妊娠・出産・育児のための保健対策 

２ 幼児期の教育・保育環境の充実 

３ 学童期からの「生きる力」を育む環境整備 

４ 子どもの居場所づくり 

５ 支援を必要とする子どもや保護者への対策 

６ 子育てしやすい社会環境の整備 

７ 地域社会における子育て支援 
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方針１ 安全・安心な妊娠・出産・育児のための保健対策 
 

現 状 

●すべての妊産婦の心身の健康管理ができるよう、母子健康手帳の交付、妊産婦指導及び妊産

婦健診の助成を行うなど、妊娠期から産後に向けて切れ目のない支援をしています。 

●産後早期にすべての家庭に赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)を実施し、産後の心身の健

康管理、育児方法に関する相談に応じ、支援が必要な家庭に対して適切なサービスにつない

でいます。 

●乳幼児健康診査事業は、子どもの発達・発育状況を把握し、支援につなげるための大切な機

会であるため、受診率の維持・向上に努めています。また、いろいろな機会を通して、保健

師だけでなく管理栄養士や歯科衛生士など専門職による教室や相談を開催しています。 

課 題   

●妊娠期からの専門職の関わりを強化し、若年や多胎等支援を必要とする家庭を早期に把握し、

妊娠期からの継続支援ができる体制を整えていく必要があります。 

●子どもの健やかな成長が喜びとなるよう、相談や訪問、助成等様々な事業を通して、子育て

家庭へ寄り添い、支援を継続実施していく必要があります。 

●専門職が関わり、必要な支援につなげるために、医療・保健・子育て等の関係機関との連携

を深める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

妊娠期から子育て期までの健康管理体制を継続するとともに、産後の母親の

心身のケアや育児のサポートを行う産後ケアを実施し、妊娠期からの切れ目の

ない支援の充実を図ります。また、今後も子どもの健康増進を図ります。 

推進 

方策 

母子手帳の交付 １歳６か月健診 
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（１） 安心・安全な妊娠・出産への支援 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

１ 妊婦健康診査事業 
妊娠の届出をした人に、妊婦健康診査の受診票を交付

し、健診を受け健康管理が行えるよう費用助成を行う事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

２ 母子健康手帳の交付  ４ 産後ケア事業 

３ 妊産婦指導及び健康教育事業   

 

（２） 子どもの健康増進 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

５ 
乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

生後４か月を迎えるまでの乳児のいる全家庭を訪問し、

育児不安を軽減し、育児の孤立化を防ぎ、支援が必要な家

庭に対して、養育支援訪問事業等のサービスにつなげる事

業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

６ 乳幼児健康診査事業  11 歯科保健対策 

７ 乳幼児保健指導  12 小児生活習慣病予防健康診断事業 

８ 家庭内事故防止の啓発  13 子ども医療費助成事業 

９ 離乳食講習会  14 休日夜間急病診療事業 

10 子どもの料理教室   

 

 

※ 事業番号欄に    があるものは、市独自の重点施策 

 

※ 事業番号欄に    があるものは、新規に行う事業 
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方針２ 幼児期の教育・保育環境の充実 
 

現 状 

●国は「子育て安心プラン」を策定し、女性の就業率８０％に対応できる保育の受け皿を整備す

ることにより、待機児童を解消することとしています。 

●女性の就業率の上昇に伴い、共働き家庭が増加しており、特に低年齢児の保育ニーズは高ま

りをみせています。 

●幼児教育・保育の無償化により、更に保育ニーズが高まる可能性があります。 

●保護者のニーズに対応した幼児教育・保育に関する事業を実施しています。 

●保育者の研修や公立保育園の保育評価を実施するなど、質の向上を図っています。 

●施設や設備の老朽化が進んでいます。 

課 題   

●女性の就業率の上昇に伴い、０歳から２歳までの低年齢児の入園希望が増加しており、一時

的に待機児童が発生しているため、受け皿の整備を図る必要があります。 

●育児休業取得者が増加しているため、年齢ごとの保育ニーズの把握にあたっては、職場復帰

のタイミングを考慮する必要があります。 

●共働き家庭の増加に合わせ、一時預かりや病児・病後児保育など、多様な保育の形態が求め

られており、引き続き事業を推進していく必要があります。 

●保護者のニーズに合った事業を実施している中、乳幼児期の重要性や特性を踏まえた幼児教

育・保育の質の向上に努める必要があります。 

●老朽化した、保育園、幼稚園などにおける施設の改修や設備の更新を計画的に進める必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育者の負担を軽減し、働きやすい環境をつくることにより、保育者の確保

を促すとともに、受け皿を整備することで、幼児教育・保育の量の確保を図り

ます。また、一時預かり事業や病児・病後児保育事業を実施することで、働き

ながら子育てしやすい環境を維持します。 

更に、保育者研修制度等の事業を実施し、幼児教育・保育環境の質の維持・

向上に取り組みます。 

 

推進 

方策 
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（１） 幼児教育・保育の量の確保 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

15 幼児教育・保育事業 
待機児童を解消するため、民間事業者による受け皿の整

備などにより受け入れ体制を整える事業 

16 一時預かり事業 
保護者の就労、疾病、冠婚葬祭や介護等の理由により、

子どもの保育が一時的に困難になったときに預かる事業 

17 
延長保育事業 

（時間外保育事業） 

保育園で就労等により長時間の保育を必要とする保護者

のために、標準時間認定は１１時間を超える保育、短時間

認定は８時間を超える保育を行う事業 

18 病児・病後児保育事業 

病気または病気の回復期にあり、集団での保育が困難な

生後６か月から小学校３年生までの子どもが、保護者の就

労等の理由により、家庭で保育を受けられない場合に限り、

連続７日間を限度に子どもを預かる事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名 

19 休日保育事業 

 

（２） 幼児教育・保育環境の質の向上 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

20 

保育者研修制度 

保育の理論と実践力を身につける研修に加え、経験や

役職等に応じた研修など、保育者の資質向上に向けた研

修内容の充実を図る事業 

21 保育園・幼稚園・認定こども園の

施設改修 

子どもが、安心して園での生活を送ることができるよう、

施設の老朽化に伴う計画的な改修及び幼児教育 ・保育

環境の向上を図るための整備を行う事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

22 幼児教育・保育評価事業  23 安全教育 
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方針３ 学童期からの「生きる力」を育む環境整備 
 

現 状 

●保育園、幼稚園、認定こども園から小学校へ、小学校から中学校への円滑な接続は、子ども

の豊かな育ちを実現する上で重要な視点となっています。 

●小学校、中学校間の連携・接続に関する現状を考慮し、異年齢交流や学校間交流に取り組み

始めています。 

●ＩＣＴの進化やインターネットなどの普及により、子どもの価値観は多様化しています。 

●各学校、団体で不登校やひきこもり対策を講じていますが、長期化している現状があります。 

課 題   

●保育園、幼稚園、認定こども園から小学校へ、小学校から中学校への円滑な接続を強化する

ために、関係機関との連携が求められています。 

●スマートフォンなどの情報機器の普及によりインターネットの利用率が増加し、直接、人と

関わる機会が減っているため、豊かな心を育む体験が必要です。 

●学童期からの不登校児童･生徒への支援・相談体制の充実と、学校間及び関係機関との情報共

有を図るなど連携強化が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育園、幼稚園、認定こども園から小学校へ、小学校から中学校への接続を

強化するとともに、様々な体験を通して心の教育の一層の充実を図ります。 

また、関係機関と連携して相談事業を推進し、青少年の健全な育成に取り組み

ます。 

推進 

方策 

園児と小学生の交流 職場体験 
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（１） 豊かな心の育成 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

24 就園から中学校卒業までの園・

学校間の連携 

保育園・幼稚園・認定こども園から小学校、小学校から中

学校への各段階の環境変化に対応し、学校生活に適応で

きるよう、円滑な接続を進めていくための事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

25 心の教育  30 総合学習の活性化 

26 命の教育  31 赤ちゃんふれあい交流事業 

27 防災・安全教育  32 農業後継者確保対策事業 

28 中高生のボランティア体験学習  33 思春期保健事業 

29 職場体験    

 

（２） 青少年をとりまく環境整備 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

34 
教育相談と適応指導教室 

不登校をはじめとする学校生活への不適応を生じた児

童・生徒に対して、教育相談や適応指導教室を通して支援

する事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

35 青少年健全育成事業  36 困難を抱える若者への支援 
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方針４ 子どもの居場所づくり 
 

現 状 

●共働き家庭の増加により、保育ニーズの高まりと比例して、児童クラブのニーズも高くなっ

ています。 

●地域のつながりの希薄化、安全面の変化から放課後に子どもが過ごす場所が変化しています。 

●各小学校で余裕教室がなくなっており、放課後子ども教室事業を実施することが難しい状況

となっています。 

●児童センターの整備やスポーツ教室の開催等により、子どもの放課後や休日の居場所づくり

につなげています。 

課 題   

●児童クラブにおいて、入会希望者は年々増加しており、受け皿を確保するための整備を行う

必要があります。 

●児童クラブの６年生までの受け入れ拡大に伴い、子どもの健全な育成に深い関わりを持つ放

課後児童支援員を確保する必要があります。 

●子どもにとって安心できる居場所が確保できるよう、様々な選択肢をつくる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

児童クラブの受け皿を確保するとともに、講座やスポーツ教室の開催など、

様々な子どもの居場所づくりに取り組みます。 

推進 

方策 

児童クラブ 歴史博物館講座 
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（１） 放課後等の環境整備 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

37 
放課後児童健全育成事業 

（児童クラブ） 

昼間保護者が就労等で家庭にいない小学生に、遊びや

生活の場を提供し、児童の健全育成を図る事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

38 民間児童クラブへの支援  40 児童センター事業 

39 放課後等の子どもの居場所づくり    
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方針５ 支援を必要とする子どもや保護者への対策 
 

現 状 

●ひとり親家庭では、半数以上が相対的な貧困になっています。 

●早期療育の有効性の理解が進み、子どもの障害の状態及び発達の過程・特性等に十分配慮し

た支援を求める保護者が増えています。 

●近年、子どもに対する虐待やいじめ及び子育て家庭の社会的な孤立などが発生しています。 

●国では、令和４年度までに虐待における相談体制を強化するため、全市町村に子ども家庭総

合支援拠点を設置することとしています。 

●虐待に関する相談件数は、近年、横ばいに推移しています。 

●市内に在住する外国人の人口は年々増加傾向にあり、日本語の習得が不十分な子どもが増え

ています。 

課 題   

●ひとり親家庭の経済的な自立のために、就業支援をはじめ、金銭的な支援、家事支援など、

仕事と家事･育児の両立をするための支援が必要です。 

●児童発達支援事業所等を利用する子どもが多くなっているため、受入施設の拡充について検

討する必要があります。 

●発達に遅れや心配のある子どもの保護者の理解を深めるとともに、子どもの社会適応力の向

上を図る必要があります。 

●虐待防止のため、若年や多胎児、育児不安や孤立感を抱える家庭等に対して、家事・育児支

援または専門的な支援を行う必要があります。 

●虐待が重篤化する前に対策を行うためには、子ども家庭総合支援拠点の設置及びその人材を

確保する必要があります。 

●年々増加する外国人に対応するため、文化や言語の壁に配慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親家庭が自立するための支援をはじめ、障害児への療育支援など、特

別な事情を抱えた子どもとその家族に対するきめ細やかな支援を行います。ま

た、家庭における虐待防止や外国籍児童、生活困窮世帯への支援を行い、子ど

もが安全で安心して育つための体制を整備します。 

推進 

方策 
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（１） ひとり親家庭の自立支援の推進 
 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

41 ひとり親家庭相談  43 ひとり親家庭の家計負担軽減 

42 ひとり親家庭日常生活支援事業  44 ひとり親家庭への就業支援 

 

（２） 障害児施策の充実 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

45 

保護者及び学齢期支援事業 

幼児期の子どもを育てる保護者が子どもとの関わり方を

学ぶための講座（ペアレント・プログラム）及び子どもが自分

らしく生きるために社会性を身に付ける講座（ソーシャルス

キルトレーニング）を実施する事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

46 市内における児童発達支援  49 統合保育・交流保育 

47 発達相談及び療育支援  50 特別支援教育 

48 障害児を持つ家庭の負担軽減    

 

（３） 子どもが安全・安心に育つ体制の整備 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

51 養育支援訪問事業 

子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭や、若年や

多胎児などの様々な理由により養育支援が必要な家庭に

対して家事・育児支援を行う事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

52 子ども家庭総合支援拠点の設置  55 生活困窮世帯への就労支援 

53 虐待に関する相談  56 就学援助費の支給 

54 生活困窮世帯の子どもへの学習支援  57 通訳活用事業 
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方針６ 子育てしやすい社会環境の整備 
 

現 状 

●国の働き方改革では、子育てと仕事の両立がしやすい支援制度の整備を進めています。 

●就業を希望する女性が増えているため、出産や子育てのために離職した人への再就職の支援

を行っています。 

●父親の子育てへの参画に関する意識や意欲は、以前よりも高まりをみせているものの、依然

として母親が子育ての大半を担っています。 

●公園の整備や多目的トイレの設置等の子育てしやすい施設整備を図っています。 

●子育て家庭の経済的負担を軽減するため、手当の支給や助成を行っています。 

●保育料等の無償化にあたっては、事業者及び利用者に負担がかからないよう配慮しながら実

施しています。また、特定こども・子育て支援施設等の確認や指導監督等にあたっては、愛

知県との連携や情報共有を図りながら、適切な取組を進めています。 

●多子家庭と低所得者家庭への経済的な支援として、第３子以降と低所得者家庭の給食費や保

育料を軽減しています。 

●子どもを犯罪や事故等から守るため、各地域において見守り活動を行っています。 

課 題   

●子育てしやすい環境を整えるために、ワーク・ライフ・バランスの取組を推進していく必要

があります。 

●子どもが健やかに成長するために、父親や祖父母の子育て参画を支援し、家事育児負担の平

等化と協力を図る必要があります。 

●家庭の経済状況によって教育の機会が奪われることが無いよう、支援を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

仕事と子育ての両立を実現するため、ワーク・ライフ・バランスの推進に向

けた取組を実施します。また、引き続き、施設整備を行い、多世代住宅への補

助など、子育て家庭への経済的支援を行います。 

推進 

方策 
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（１） ワーク・ライフ・バランスの推進 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

58 
女性への就業支援 

就職を希望する女性を対象としたセミナーの開催や

相談、求人情報の提供により復職を支援する事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

59 創業支援  61 子育て世帯の男性に対する家事・育児参画 

60 
家事・育児等への参画に向けた 
学習機会の提供 

   

 

（２） 子育てにやさしい環境の整備 
 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

62 公園等の維持管理  64 見守り活動 

63 多目的トイレ・おむつ交換台等の設置  65 「こども 110番の家」 

 

（３） 子育て家庭への経済的な支援 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

66 

多世代住宅補助 

小学校修了前の子どもと親、祖父母等の３世代が同

居・近居することで、全ての世代が安心して生き生きと

暮らし、社会で活躍できることを目的に、多世代住宅の

建築や取得にかかる費用の一部を補助する事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

67 児童手当・特例給付の支給  70 高等学校等修学奨学金の支給 

68 保育料等負担軽減  71 私立高等学校等授業料の補助 

69 給食費負担軽減    
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方針７ 地域社会における子育て支援 
 

現 状 

●核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、近親者や地域の人からの子育てに関する

助言や支援を受けることが難しくなっています。 

●国では、妊娠期から子育て期にわたる相談に応じ、関係機関等と連携し切れ目ない支援を提

供するため、子育て世代包括支援センターを令和２年度末までに全国展開することとしてお

り、本市では、保健センターに利用者支援事業の母子保健型を、あんぱ～くに利用者支援事

業の基本型を設置し、それらを連携させることで子育て世代包括支援センターを展開してい

ます。 

●育児の援助が必要な人に対し、地域住民等が必要な援助を行うことにより、お互いに育児を

助け合う会員組織の事業（ファミリー・サポート・センター事業）を展開しています。 

●スマートフォンなどの情報機器の普及により、子育て情報の入手方法が変化しています。 

課 題   

●子育てにおける祖父母等の親族からの支援の有無は、子育ての負担感に大きな影響を及ぼす

ため、親族が同居あるいは近居していない場合は、地域で支え合う関係がより一層必要とな

っています。 

●妊娠・出産・育児における様々な相談に応じ、切れ目のない支援を提供するためには、子育

て世代包括支援センターを中心とし、各関係機関が連携した取組が必要となります。 

●ファミリー・サポート・センター事業において、育児を援助する提供会員の確保や高齢化対

策が必要になっています。 

●ＷＥＢやＳＮＳを活用した子育てに関する情報の発信を強化する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育て環境の変化により生ずる多様な育児ニーズに対応するため、子育て

支援サービスの充実を図り、ファミリー・サポート・センター事業等の地域で

の相互援助を推進します。 

また、情報提供のあり方を見直すとともに、関係機関が連携し、地域全体で

子育て家庭を支援していきます。 

推進 

方策 
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（１） 子育て支援サービスの充実 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

72 利用者支援事業 

子育て家庭の不安を取り除くことを目的とし、子育て支援

アドバイザー及び母子保健コーディネーターが、それぞれ

の家庭に応じた情報提供及び相談等を行う事業 

73 地域子育て支援拠点事業 
身近な地域に子育て中の親子が集う場所を提供し、交流

や相談、情報提供や講習会を行う事業 

74 
子育て短期入所生活支援事業

（ショートステイ） 

保護者の疾病等により、家庭において子どもの養育が困

難になったとき、児童養護施設等で短期間の宿泊で子ども

を預かる事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

75 地域活動事業  77 子育てに関する相談 

76 子育てに関する情報発信  78 子育てに関する講座 

 

（２） 子育て支援ネットワークの構築 
 

重点的に取り組む施策・事業 

№ 事業名 内容 

79 
ファミリー・サポート・センター

事業 

育児の援助をする人（提供会員）と援助をしてもらいたい

人（依頼会員）が会員になり、お互いに助け合う会員組織の

事業 

 

その他取り組む施策・事業 

№ 施策・事業名  № 施策・事業名 

80 多世代間交流事業  81 安城市小中学校ふれあいネット事業 
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第５章 重点５か年事業 
 

 

１ 重点項目と子育て支援事業の提供区域 

２ 子育て支援事業の量の見込み 

３ 具体的な取組 
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１ 重点項目と子育て支援事業の提供区域 
 

【重点項目】 

本計画では、４章で掲げた８１事業のうち、特に重点的に取り組む１９事業を重点項目としていま

す。このうち、７事業については、本市が独自に推進する事業であり、保育の質の向上を始め、

学校生活に適応できるようにするための円滑な接続、不登校児童・生徒や障害児への支援、女性

への就業支援、多世代の同居・近居の補助を実施するなど、子どもと保護者に寄り添い、子育て

しやすい環境を整備します。また、年度ごとに目標とする指標を設定します。 

国から示された基本指針の必須記載事項となっている１２事業については、子育て家庭のニーズ

に応えられるよう、５か年の量の見込みと、それに対して本市が確保する量を算出します。 

 

【事業の提供区域】 

本市には８つの中学校区があり、計画的に子育て関係施設の整備を進めてきたため、市内各地

にバランスよく配置されています。また、地理的条件、交通事情からも移動が容易な地域である

ため、市内全域を一つの提供区域として設定し、利用者が幅広い選択肢の中から、通園、通勤の

利便性や教育の独自性を考慮して希望する園を選択できるようにしています。 

 

◆子育て支援施設の状況【平成３１年４月１日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育園：４園、幼稚園：３園 

北部ほっとスペース 

あけぼの子育て支援センター 

北部児童センター 

児童クラブ 

保育園：４園 

幼稚園：１園 

認定こども園：１園 

作野児童センター 

児童クラブ 保育園：７園 

幼稚園：１園 

二本木子育て支援センター 

二本木児童センター 

西部児童センター 

児童クラブ 

保育園４園、幼稚園１園 

認定こども園：２園 

保健センター 

（子育て世代包括支援センター） 

ほのぼのひろば 

ほっとスペース 

中央児童センター 

児童クラブ 

 

保育園：３園 

認定こども園：１園 

和泉子育て支援センター 

明祥児童センター 

児童クラブﾞ 

保育園：５園、幼稚園：１園 

さくら子育て支援センター 

桜井児童センター 

児童クラブ 

保育園：２園 

幼稚園：１園 

安祥児童センター 

児童クラブ 

保育園：６園、幼稚園：１園 

認定こども園：２園 

あんぱ～く 

子育て世代包括支援センター 

ファミリー・サポート・センター 

ほっとスペース 

子育て支援センター 

中部児童センター 

児童クラブ 
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２ 子育て支援事業の量の見込み 
 

【子どもの人口推計】 

○子育て支援事業の利用希望者を把握するために、子どもの人口推計を行いました。 

○０歳から１１歳までの子どもの人口推移をみると、年々減少傾向にあり、今後もこの傾向が続

くものと予想されます。 

○このため、第２期計画期間中の対象となる事業については、こうしたことを踏まえて量の見

込みを算出することが必要となります。 

 

◆子どもの人口推計 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

0～11歳 23,434 23,178 23,106 23,024 22,735 22,368 21,985 21,633 21,266 20,976 

 

【量の見込み】 

○「量の見込み」の算出については、国の「市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の

見込み」の算出等のための手引き」の中で算出方法が示されており、その手引きに準じて算

出をすることとなっています。 

○第１期計画の傾向を踏まえて、本市としての「量の見込み」を算出し、それに対して「確保

量」を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒推計 
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３ 具体的な取組 
 

方針１ 安全・安心な妊娠・出産・育児のための保健対策 

１-① 妊婦健康診査事業[事業番号：１]                            

【事業内容】 

妊娠の届出をした人に、妊婦健康診査の受診票を交付し、健診を受け健康管理が行えるよう費

用助成を行う事業 

【今後の方向性】 

○引き続き、安全・安心な出産を迎えるために、妊娠初期から健康診査を受診し、健康管

理ができるよう、妊娠の届出を早期（１１週まで）に行うよう促していきます。 

○妊娠中から不安や悩みがある人を把握し、関係機関と連携し、妊娠期からの切れ目のな

い支援を引き続き実施します。 

 

◆妊娠１１週までの届出率                                       （単位：％） 

量の見込み及び確保方策 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 95 96 96 96 96 96 

確保量 96.3 96 96 96 96 96 

  

１-② 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）[事業番号：５] 

【事業内容】 

生後４か月を迎えるまでの乳児のいる全家庭を訪問し、育児不安を軽減し、育児の孤立化を防

ぎ、支援が必要な家庭に対して、養育支援訪問事業等のサービスにつなげる事業 

【今後の方向性】 

○引き続き、乳児が入院中等の理由で訪問が困難な場合でも、保護者と連絡を取り、状況の把握

に取り組みます。 

○生後４か月を迎えるまでに訪問が困難な家庭は、その後の訪問や４か月児健診等で母子の健

康状態や育児状況などの養育環境を確認し、すべての家庭の把握に努め、必要な支援が受け

られるようにします。 

 

◆乳児家庭全戸訪問実施率                                     （単位：％） 

量の見込み及び確保方策 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 100 100 100 100 100 100 

確保量 99.9 100 100 100 100 100 
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方針２ 幼児期の教育・保育環境の充実 

２-① 幼児教育・保育事業[事業番号：15]                           

【事業内容】 

待機児童を解消するため、民間事業者による受け皿の整備などにより受け入れ体制を整える事

業 

【今後の方向性】 

○共働きで子育てをする家庭の増加により、０歳から２歳までの低年齢児保育の需要が高まって

いることから、民間保育園の誘致や、公立幼稚園の認定こども園化により、受け皿の確保を図り

ます。 

○民間保育園・幼稚園の認定こども園への移行については、必要に応じて対応します。 

 

◆１号認定（３～５歳） 幼稚園・認定こども園                            （単位：人） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 2,458 2,067 1,997 1,972 1,897 1,879 

確保量 

特定教育施設 1,001 812 812 812 812 812 

確認を受けない
幼稚園 

2,573 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 

②合計 3,574 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

③充足（②-①） 1,116 833 903 928 1,003 1,021 

 

◆２号認定（３～５歳） 保育園・認定こども園                            （単位：人） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 2,873 3,143 3,044 3,004 2,885 2,852 

教育ニーズ 444 356 346 341 327 321 

保育ニーズ 2,429 2,787 2,698 2,663 2,558 2,531 

確保量 
特定保育施設 3,058 3,426 3,326 3,416 3,491 3,491 

②合計 3,058 3,426 3,326 3,416 3,491 3,491 

③充足（②-①） 185 283 282 412 606 639 
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◆３号認定（０歳） 保育園・認定こども園                              （単位：人） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 229 328 341 344 349 350 

確保量 
特定保育施設 287 329 346 376 391 391 

②合計 287 329 346 376 391 391 

③充足（②-①） 58 1 5 32 42 41 

 

◆３号認定（１・２歳） 保育園・認定こども園                             （単位：人） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 1,286 1,293 1,340 1,422 1,484 1,498 

確保量 
特定保育施設 1,306 1,412 1,460 1,585 1,625 1,625 

②合計 1,306 1,412 1,460 1,585 1,625 1,625 

③充足（②-①） 20 119 120 163 141 127 
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２-② 一時預かり事業[事業番号：16]                              

【事業内容】 

保護者の就労、疾病、冠婚葬祭や介護等の理由により、子どもの保育が一時的に困難になった

ときに預かる事業 

【今後の方向性】 

○ニーズ調査結果から、今後も保育園の一時預かりの利用者は横ばいに推移すると見込んでい

るため、引き続き必要量を確保します。 

○幼稚園における預かり保育については、今後も利用者の動向を踏まえながら、引き続き事業を

推進します。 

 

◆保育園                                                 （単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 10,705 11,782 11,312 11,539 11,505 11,763 

確保量 10,858 11,782 11,312 11,539 11,505 11,763 

 

◆幼稚園                                                  （単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 
１号認定 11,877 15,336 14,900 14,656 14,072 13,800 

２号認定 35,631 44,200 42,943 42,239 40,558 39,774 

確保量 61,635 59,536 57,843 56,895 54,630 53,574 

 

 

 

 

 

 

 

  

※一時預かりにおける１号認定、２号認定について 
１号認定：３～５歳の子どもで保育を必要としない 
２号認定：３～５歳の子どもで、幼稚園に通っているが、本来は保育を必要とする 
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２-③ 延長保育事業（時間外保育事業）[事業番号：17]                 

【事業内容】 

保育園で就労等により長時間の保育を必要とする保護者のために、標準時間認定は１１時間を

超える保育、短時間認定は８時間を超える保育を行う事業 

【今後の方向性】 

○低年齢児保育の需要が増える中、引き続き必要量を確保します。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,010 1,020 1,004 1,010 996 998 

確保量 928 1,020 1,004 1,010 996 998 

実施園数 25園 29園 29園 31園 31園 31園 

 

２-④ 病児・病後児保育事業[事業番号：18]                         

【事業内容】 

病気または病気の回復期にあり、集団での保育が困難な生後６か月から小学校３年生までの子

どもが、保護者の就労等の理由により、家庭で保育を受けられない場合に限り、連続７日間を限度

に子どもを預かる事業 

【今後の方向性】 

○利用方法を始めとした制度の周知を行い、利用の促進を図ります。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 204 284 282 285 282 283 

確保量 252 284 282 285 282 283 
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２-⑤ 保育者研修制度[事業番号：20]                        

【事業内容】 

保育の理論と実践力を身につける研修に加え、経験や役職等に応じた研修など、保育者の資

質向上に向けた研修内容の充実を図る事業 

【今後の方向性】 

○需要が増える低年齢児保育に関する研修や保育者の離職を防ぐための研修を実施しま

す。 

○公立と民間の保育者がともに学ぶ機会を取り入れ、市全体の幼児教育・保育の質の向上

を目指します。 

○新たなカリキュラム等の策定や保育園・幼稚園間の人事異動・交流の促進により、幼児教育・保

育の一体的な提供の推進を図ります。 

 

（単位：回） 

目標指標 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年間の研修回数 8 8 8 8 8 8 

 

２-⑥ 保育園・幼稚園・認定こども園の施設改修[事業番号：21]      

【事業内容】 

子どもが、安心して園での生活を送ることができるよう、施設の老朽化に伴う計画的な改修及び

幼児教育・保育環境の向上を図るための整備を行う事業 

【今後の方向性】 

○施設の長寿命化のための改修だけでなく、床や壁等の内装や、空調機、水まわり等の設

備を必要に応じて更新し、あわせて、低年齢児の保育に有用な設備を設置します。 

○子どもが、快適な環境で教育・保育を受けられるよう必要な修繕を行います。 

 

（単位：園） 

目標指標 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設の改修件数 3 3 2 2 2 3 

 

 

  

和泉保育園改築 桜井保育園改修 
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方針３ 学童期からの「生きる力」を育む環境整備 

３-① 就園から中学校卒業までの園・学校間の連携[事業番号：24]   

【事業内容】 

保育園・幼稚園・認定こども園から小学校、小学校から中学校への各段階の環境変化に対応

し、学校生活に適応できるよう、円滑な接続を進めていくための事業 

【今後の方向性】 

保育園、幼稚園及び認定こども園から小学校への接続 

○年長園児が小学校の運動会や学芸会等の行事の見学、遊びを通した異年齢交流を行い、年

長児と小学生とのふれあいの場を広げ、小学校入学に対する不安の軽減につなげるよう連携

を強めます。 

○小学校入学に向けたアプローチカリキュラムや入学後のスタートカリキュラムの作成など、保育

園、幼稚園、認定こども園との系統的な連携体制を整備していきます。 

○小学校区ごとの保育園、幼稚園、認定こども園と小学校の各担任による連絡協議会の開催によ

り、子どもの情報共有を行うことで円滑な接続につなげています。 

 

小学校から中学校への接続 

○小学校から中学校への円滑な接続では、情報交換や報告を中心とした会合だけでなく、中学

校教師が小学校へ出前授業に行ったり、小学６年生が中学校に学校訪問したりするなど、学校

間の交流を進めます。 

 

（単位：回） 

目標指標 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

小学校区ごとの幼保小の
連絡交流会の開催回数 

2 2 2 2 2 2 

中学校区ごとの小学校との
連絡会・交流会の開催回
数 

2 2 2 3 3 3 
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３-② 教育相談と適応指導教室[事業番号：34]                  

【事業内容】 

不登校をはじめとする学校生活への不適応を生じた児童・生徒に対して、教育相談や適応

指導教室を通して支援する事業 

【今後の方向性】 

○不登校、いじめ、進路・適性等について、社会教育指導員や臨床心理士による教育相談を進

めます。 

○引き続き、適応指導教室「ふれあい学級」で不登校児童･生徒の学校復帰や、社会的な自立の

ための個別指導、集団指導を推進します。 

○中心地から遠いところに住んでいる不登校児童･生徒にとっても通いやすいよう、適応指導教室

の拡充を進めます。 

 

（単位：か所） 

目標指標 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

適応指導教室の設置か
所数 

1 １ 3 3 3 3 
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方針４ 子どもの居場所づくり 

４-① 放課後児童健全育成事業（児童クラブ）[事業番号：37]             

【事業内容】 

昼間保護者が就労等で家庭にいない小学生に、遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を

図る事業 

【今後の方向性】 

○児童クラブのニーズの高まりを受けて、６年生までの受け入れを拡大します。 

○施設、放課後児童支援員ともに不足しており、６年生までの完全実施を見据えた施設整備及び

人材確保を行います。 

○令和６年度までの利用見込みをもとに、全小学校の児童クラブ整備方針を策定し、整備を行い

ます。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

1年生 

1,221 

593 704 684 779 730 

２年生 600 621 688 670 725 

３年生 480 598 583 646 599 

４年生 371 419 491 487 506 

５年生 
513 

45 50 145 204 225 

６年生 21 28 99 134 173 

①合計 1,734 2,110 2,420 2,690 2,920 2,958 

②確保量 1,958 2,110 2,420 2,690 2,920 2,958 

③充足（②-①） 224 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

  



65 
 

 

方針５ 支援を必要とする子どもや保護者への対策 

５-① 保護者及び学齢期支援事業[事業番号：45]                

【事業内容】 

幼児期の子どもを育てる保護者が子どもとの関わり方を学ぶための講座（ペアレント・プログラム）

及び子どもが自分らしく生きるために社会性を身に付ける講座（ソーシャルスキルトレーニング）を

実施する事業 

【今後の方向性】 

○子育てに難しさを感じる保護者が、子どもの「行動」の理解の仕方を学び、楽しく子育てをする

自信をつけるプログラムを実施していきます。 

○友だちとうまく関わるのが苦手な子に、小集団で生活のルールや対人関係のコツを学べるよう

実施していきます。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

講座の参加人数 21 22 22 23 23 24 

 

５-② 養育支援訪問事業[事業番号：51]                            

【事業内容】 

子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭や、若年や多胎児などの様々な理由により養育支

援が必要な家庭に対して家事・育児支援を行う事業 

【今後の方向性】 

○引き続き、妊娠期から支援が必要となる家庭を把握し、乳幼児期における養育支援につなげま

す。 

○家事・育児支援については、社会福祉協議会、シルバー人材センター等と、今後見込まれる量

に対し対応できるか協議しながら事業を実施します。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 35 118 118 118 118 118 

確保量 87 118 118 118 118 118 
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方針６ 子育てしやすい社会環境の整備 

６-① 女性への就業支援[事業番号：58]                       

【事業内容】 

就職を希望する女性を対象としたセミナーの開催や相談、求人情報の提供により復職を支援す

る事業 

【今後の方向性】 

○引き続き、子育て女性の再就職を支援し、地域経済の維持・成長を図ります。 

○セミナー参加者のその後の就業状況を確認し、セミナー内容について見直しを行うことで、より

多くの女性の就業を支援します。 

 

（単位：回） 

目標指標 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

セミナー及び出張相談
会の開催回数 

6 7 7 7 7 7 

 

６-②多世代住宅補助[事業番号：66]                         

【事業内容】 

小学校修了前の子どもと親、祖父母等の３世代が同居・近居することで、全ての世代が安心して

生き生きと暮らし、社会で活躍できることを目的に、多世代住宅の建築や取得にかかる費用の一部

を補助する事業 

【今後の方向性】 

○令和元年７月からの新規事業のため、今後、補助申請者へのアンケート調査を実施し、多世代

住宅についての意識調査を行います。 

○啓発用パンフレット等で市民や事業者へＰＲを行います。 

 

（単位：件） 

目標指標 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

申請件数 
令和元年度 
から実施 

40 40 40 - - 
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方針７ 地域社会における子育て支援 

７-① 利用者支援事業[事業番号：72]                              

【事業内容】 

子育て家庭の不安を取り除くことを目的とし、子育て支援アドバイザー及び母子保健コーディネ

ーターが、それぞれの家庭に応じた情報提供及び相談等を行う事業 

【今後の方向性】 

○引き続き、あんぱ～くや他の交流の場において、子育て支援アドバイザーによる利用者一人ひ

とりに合った子育て支援サービスを提案する取組を進めます。また、母子保健コーディネーター

を含む保健師等専門職が、妊娠期から子育て期にわたる様々な悩みや相談に対応し、子育て

家庭を支援します。 

○地域の子育て中の親子が集まる場において、子育て支援に関する情報を提供します。 

○児童センターや子育て支援センター、あんステップ等関係機関と連携を強化し、利用者支援事

業の更なる充実を図ります。 

 

◆利用者支援事業（基本型）実施か所数                             （単位：か所） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １ １ １ １ １ １ 

確保量 1 １ １ １ １ １ 

 

◆利用者支援事業（母子保健型）実施か所数                          （単位：か所） 

量の見込み及び確保量 
基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み １ １ １ １ １ １ 

確保量 1 １ １ １ １ １ 
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７-② 地域子育て支援拠点事業[事業番号：73]                       

【事業内容】 

身近な地域に子育て中の親子が集う場所を提供し、交流や相談、情報提供や講習会を行う事

業 

【今後の方向性】 

○子育て中の親子が安心して気軽に集い、子育てに関する情報共有や交流をする場としての充

実を図ります。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 115,236 142,190 145,436 145,514 143,280 141,021 

確保量 144,839 142,190 145,436 145,514 143,280 141,021 

 

７-③ 子育て短期入所生活支援事業（ショートステイ）[事業番号：74]        

【事業内容】 

保護者の疾病等により、家庭において子どもの養育が困難になったとき、児童養護施設等で短

期間の宿泊で子どもを預かる事業 

【今後の方向性】 

○年度によって利用人数にばらつきがありますが、引き続き利用可能な施設の確保に努めます。 

 

（単位：人） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 10 33 32 33 32 32 

確保量 20 33 32 33 32 32 
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７-④ ファミリー・サポート・センター事業[事業番号：79]                 

【事業内容】 

育児の援助をする人（提供会員）と援助をしてもらいたい人（依頼会員）が会員になり、お互いに

助け合う会員組織の事業 

【今後の方向性】 

○依頼会員は増加していますが、提供会員が増加していない課題に対して、提供会員を確保す

るため、町内会回覧板等を活用した事業内容のＰＲを実施し、利用しやすい体制を確保しま

す。 

 

（依頼・提供成立分）                                          （単位：件） 

量の見込み及び確保量
（延べ） 

基準値 

平成３０年度 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,383 3,083 3,238 3,370 3,476 3,553 

確保量 2,721 3,083 3,238 3,370 3,476 3,553 
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第６章 計画の推進に向けて 
 

 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進行管理 
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１ 計画の推進体制 
 

本計画で掲げた基本理念や目指す社会の実現のためには、行政はもとより、家庭、保育園・幼

稚園・認定こども園、学校、地域、事業者等がそれぞれの役割を担い、緊密な連携と協力を図っ

ていくことが必要です。 

そのため、本市では、担当部局間の相互の連携・調整を行うとともに、地域における関係者・

事業者との協力を図りながら、総合的に施策を推進します。 

 

（１） 市民及び関係団体等との連携 
 

本計画の推進にあたっては、子ども・子育て支援に関わる事業者をはじめ、学校、企業、市

民等と広く連携を図り、多くの関係者の意見を取り入れながら、施策を推進します。 

 

（２）計画の周知 
 

広報、本市ウェブサイト等で本計画の内容等の情報を公表し、市民へ子育て支援サービスの

周知を図ります。 

また、近年の社会情勢を踏まえながら、様々な情報発信媒体を活用した情報発信に努めます。 

 

◆計画の推進体制 
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２ 計画の進行管理 
 

本計画には、第１期計画における課題を踏まえ、新たに事業を再編しています。方針ごとに定

めた重点項目では、指標を設けて評価を行い、他の事業・施策は実施することで計画を推進して

いきます。 

本計画の審議機関である安城市子ども・子育て会議において、子ども・子育て支援に関係する

有識者等から計画の進捗状況を評価・検証していただき、計画に基づく着実な推進を図ります。 

 

◆計画の進行管理の進め方（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＰＬＡＮ 

（計画の策定） 

計画に基づいた当該年度の

施策や事業の予算の決定 

ＤＯ 

（計画の推進） 

計画に従って施策・事業を

実施 

 

ＣＨＥＣＫ 

（点検・評価、報告） 

計画の実施状況を点検・

評価の実施 

ＡＣＴＩＯＮ 

（事業の継続、見直し） 

施策の評価を踏まえて必

要に応じて改善措置 

ＰＤＣＡサイクル 
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１ 事業一覧 
 

方針１ 安全・安心な妊娠・出産・育児のための保健対策 

（１）安全・安心な妊娠・出産への支援 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ １ 妊婦健康診査事業 
妊娠の届出をした人に、妊婦健康診査の受診票を
交付し、健診を受け健康管理が行えるよう費用助
成を行う事業 

健康推進課 
39Ｐ 
56Ｐ 

 ２ 母子健康手帳の交付 
妊娠・出産・育児まで、一貫した健康状態等を記録
する母子健康手帳の交付 

健康推進課 39Ｐ 

 ３ 
妊産婦指導及び健康
教育事業 

母子健康手帳交付時等
の妊産婦の指導や、父・
祖父母等支援者を含め
た妊婦向けの教室の実
施 

取
組 

妊産婦健康相談 健康推進課 

39Ｐ 妊産婦訪問指導 健康推進課 

パパママ教室 健康推進課 

 ４ 産後ケア事業 
出産直後から４か月頃までの母子を対象とした、心
身のケア及び育児に関する専門的な支援の実施 

健康推進課 39Ｐ 

（２）子どもの健康増進 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ ５ 

乳児家庭全戸訪問
事業(こんにちは赤ち
ゃん訪問事業） 

生後４か月を迎えるまでの乳児のいる全家庭を訪
問し、育児不安を軽減し、育児の孤立化を防ぎ、支
援が必要な家庭に対して、養育支援訪問事業等の
サービスにつなげる事業 

健康推進課 
39Ｐ 
56Ｐ 

 ６ 乳幼児健康診査事業 

乳幼児の健やかな成長
発達のために、乳児、1
歳６か月児、３歳児を対
象とした健康診査の実施 

取
組 

乳児健康診査 健康推進課 

39Ｐ 
４か月児健康診査 健康推進課 

１歳６か月児健康診査 健康推進課 

３歳児健康診査 健康推進課 

 ７ 乳幼児保健指導 
乳幼児の育児や健康について相談や支援を必要と
する保護者を対象に、保健師、管理栄養士、歯科
衛生士等による指導の実施 

健康推進課 39Ｐ 

 ８ 
家庭内事故防止の啓
発 

乳幼児に起こりやすい家庭内の事故を中心に防止
策の周知 

健康推進課 39Ｐ 

 ９ 離乳食講習会 

ゴックン教室では咀しゃく
能力や味覚の形成の基
礎をつくる離乳食、カミカ
ミ教室では幼児食への
移行と乳幼児期の歯科
衛生についての講習会
の実施 

取
組 

ゴックン教室 健康推進課 

39Ｐ 

カミカミ教室 健康推進課 

 10 子どもの料理教室 

料理の楽しさやバランス
の良い食事の大切さを体
験し、生活習慣病予防の
ための食事について親子
で学ぶ教室の開催 

取
組 

お父さんと子どもの
料理教室 

健康推進課 39Ｐ 

 11 歯科保健対策 

中学生以下の幼児・児
童・生徒を対象としたフッ
化物洗口や保健指導の
実施 

取
組 

幼保認定こども園
の歯科保健対策 

保育課 
39Ｐ 

小中学校の歯科保
健対策 

学校教育課 

※ 重点欄に ◎ があるものは、国の基本指針に基づく重点施策 

※ 重点欄に   があるものは、市独自の重点施策  
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 12 
小児生活習慣病予
防健康診断事業 

肥満等により、指導が必要な児童・生徒を対象とし
た生活習慣病予防のための保健指導 

学校教育課 39Ｐ 

 13 子ども医療費助成事業 
中学生までを対象とした、入院・通院医療費の助成
及び、高校生世代（高校生まで）の入院医療費の
助成 

国保年金課 39Ｐ 

 14 
休日夜間急病診療
事業 

内科と小児科は休日・年末年始の昼間・夜間及び
平日・土曜日の夜間、歯科は休日・年末年始の昼
間に休日夜間急病診療所にて診察を実施 

健康推進課 39Ｐ 

方針２ 幼児期の教育・保育環境の充実 

（１）幼児教育・保育の量の確保 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ 15 幼児教育･保育事業 
待機児童を解消するため、民間事業者による受け
皿の整備などにより受け入れ体制を整える事業 

保育課 
41Ｐ 
57Ｐ 
58Ｐ 

◎ 16 一時預かり事業 
保護者の就労、疾病、冠婚葬祭や介護等の理由に
より、子どもの保育が一時的に困難になったときに
預かる事業 

保育課 
41Ｐ 
59Ｐ 

◎ 17 
延長保育事業 
（時間外保育事業） 

保育園で就労等により長時間の保育を必要とする
保護者のために、標準時間認定は１１時間を超える
保育、短時間認定は８時間を超える保育を行う事
業 

保育課 
41Ｐ 
60Ｐ 

◎ 18 
病児･病後児保育事
業 

病気または病気の回復期にあり、集団での保育が
困難な生後６か月から小学校３年生までの子ども
が、保護者の就労等の理由により、家庭で保育を受
けられない場合に限り、連続７日間を限度に子ども
を預かる事業 

保育課 
41Ｐ 
60Ｐ 

 19 休日保育事業 
日曜日及び祝日に仕事をしている保護者の子ども
を保育するため、保育園を開園する事業 

保育課 41Ｐ 

（２）幼児教育・保育環境の質の向上 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 
20 保育者研修制度 

保育の理論と実践力を身につける研修に加え、経
験や役職等に応じた研修など、保育者の資質向上
に向けた研修内容の充実を図る事業 

保育課 
41Ｐ 
61Ｐ 

 21 

保育園・幼稚園・認
定こども園の施設改
修 

子どもが、安心して園での生活を送ることができるよ
う、施設の老朽化に伴う計画的な改修及び幼児教
育・保育環境の向上を図るための整備を行う事業 

保育課 
41Ｐ 
61Ｐ 

 22 
幼児教育・保育評価
事業 

保育の質について､第三者機関が専門的､客観的
立場から評価する事業 

保育課 41Ｐ 

 23 安全教育 
保育園・幼稚園・認定こども園の周辺の点検や危機
管理マニュアルの見直しと警察等との協力による防
犯教室の開催 

保育課 41Ｐ 

方針３ 学童期からの「生きる力」を育む環境整備 

（１）豊かな心の育成 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 
24 

就園から中学校卒業
までの園・学校間の
連携 

保育園・幼稚園・認定こ
ども園から小学校、小学
校から中学校への各段
階の環境変化に対応し、
学校生活に適応できるよ
う、円滑な接続を進めて
いくための事業 

取
組 

小学校区ごとの保
育園、幼稚園、認
定こども園と小学
校の連絡交流会 

保育課 

43Ｐ 
62Ｐ 

中学校区ごとの小
学校との連絡会・
交流会 

学校教育課 
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 25 心の教育 

学校ごとに道徳教育や
人権教育などを推進し、
一人一人の心を育成す
る事業 

取
組 

人権教育 学校教育課 

43Ｐ 
道徳教育 学校教育課 

ふれあい会議 学校教育課 

野外センターにお
ける自然教室 

学校教育課 

 26 命の教育 
命の授業（道徳科）を通
してしなやかで折れない
心を育てる事業 

取
組 

命の授業（道徳科） 学校教育課 
43Ｐ 

心の居場所づくり 学校教育課 

 27 防災・安全教育 

児童・生徒の生活安全、
交通安全、災害安全に
対する意識を向上するた
め、指導や避難訓練の
実施 

取
組 

避難訓練 学校教育課 

43Ｐ 防災・安全指導 学校教育課 

安全計画・防災計
画の策定 

学校教育課 

 28 
中高生のボランティア
体験学習 

中高生が夏休みや学校
行事等を活用して、保育
園、幼稚園、福祉施設な
どでボランティア活動の
実施 

取
組 

ボランティア体験
学習 

学校教育課 43Ｐ 

ボランティア体験プ
ログラム 

社会福祉協議会 43Ｐ 

 29 職場体験 
中学校期における様々な職場での体験活動を推進
することにより「職業」や「仕事」への理解を深める事
業 

学校教育課 43Ｐ 

 30 総合学習の活性化 
小中学校の活性化を図るため外部人材（スクール
ボランティア、ゲストティーチャー、地域の人材・外
国人）の積極的な活用 

学校教育課 43Ｐ 

 31 
赤ちゃんふれあい交
流事業 

小中学生を対象とした赤ちゃん講座を開催し、乳幼
児への理解を深めるとともに、小中学生と乳幼児が
ふれあう事業 

子育て支援課 43Ｐ 

 32 
農業後継者確保対
策事業 

将来を担う子どもを中心に農業のＰＲや体験を通
じ、農業に対する理解の促進 

農務課 43Ｐ 

 33 思春期保健事業 
学年や年齢に応じた健康教育を学校と連携して行
う事業 

健康推進課 43Ｐ 

（２）青少年をとりまく環境整備 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 

34 
教育相談と適応指導
教室 

不登校をはじめとする学
校生活への不適応を生
じた児童･生徒に対して、
教育相談や適応指導教
室を通して支援する事業 
 

取
組 

教育相談事業 学校教育課 

43Ｐ 
63Ｐ 

家庭相談員と関係
機関の強化 

学校教育課 

来所面談 学校教育課 

電話相談 学校教育課 

学校相談員を活用
とした情報交換 

学校教育課 

不登校児童･生徒
アドバイザーによる
家庭訪問支援 

学校教育課 

不登校児童や生
徒の家庭への指導
員の定期訪問 

学校教育課 

 35 青少年健全育成事業 

青少年健全育成会や育
成協議会、育成連絡協
議会が連携し、青少年を
とりまく環境を浄化する活
動や青少年の健全育成
を図るための広報、啓発
を実施 

取
組 

青少年をすこやか
にはぐくむ都市推
進事業 

生涯学習課 

43Ｐ 

青少年健全育成
推進事業 

生涯学習課 



79 
 

 

 36 
困難を抱える若者へ
の支援 

ひきこもり、不登校といっ
た困難を抱える若者及び
その家族に対する支援
の実施 

取
組 

若者相談窓口の 
設置 

生涯学習課 43Ｐ 

方針４ 子どもの居場所づくり 

（１）放課後等の環境整備 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ 37 
放課後児童健全育
成事業(児童クラブ) 

昼間保護者が就労等で家庭にいない小学生に、遊
びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図る事
業  

子育て支援課 
45Ｐ 
64Ｐ 

 38 
民間児童クラブへの
支援 

民間児童クラブの運営に関する費用の補助 
民間児童クラブへの支援 

子育て支援課 45Ｐ 

 39 
放課後等の子どもの
居場所づくり 

子どもを対象とした博物
館体験講座やスポーツ
教室の開催をはじめ、子
どもの放課後や休日等の
安全・安心な居場所を確
保する事業を実施 

取
組 

放課後の子どもの
居場所づくり 

生涯学習課 

45Ｐ スポーツ教室 スポーツ課 

歴史博物館での各
種講座 

文化振興課 

 40 児童センター事業 

児童に健全な遊びの場
を与えることにより、体力
を増進し情操を豊かにす
る事業 

取
組 

児童センター 子育て支援課 
45Ｐ 

移動児童館 子育て支援課 

方針５ 支援を必要とする子どもや保護者への対策 

（１）ひとり親家庭の自立支援の促進 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 41 ひとり親家庭相談 
ひとり親家庭の抱える諸問題に対する母子・父子自
立支援員による相談・助言・指導 

子育て支援課 47Ｐ 

 42 
ひとり親家庭日常生
活支援事業 

ひとり親家庭において技能習得のための修学、疾病
等による一時的な生活の支障に対し、生活援助や
子育て支援をする事業 

子育て支援課 47Ｐ 

 43 
ひとり親家庭の家計
負担軽減 

児童扶養手当、県・市遺
児手当、入進学祝い品
の支給などひとり親家庭
への支援 

取
組 

児童扶養手当 子育て支援課 

47Ｐ 

県遺児手当 子育て支援課 

市遺児手当 子育て支援課 

母子・父子家庭医
療 

国保年金課 

児童入進学祝い品
の配付 

子育て支援課 

共同募金配分事業 社会福祉協議会 

歳末奨励品の配付 社会福祉協議会 

 44 
ひとり親家庭への就
業支援 

ひとり親家庭の就職に役
立つ講座や学校に通っ
た際の費用を一部助成
する事業 

取
組 

安城市自立支援
教育訓練給付金 

子育て支援課 

47Ｐ 
安城市高等職業
訓練促進給付金 

子育て支援課 

ひとり親家庭の支
援事業 

子育て支援課 
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（２）障害児施策の充実 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 
45 

保護者及び学齢期支
援事業 

幼児期の子どもを育てる
保護者が子どもとの関わ
り方を学ぶための講座
（ペアレント・プログラム）
及び子どもが自分らしく
生きるために社会性を身
に付ける講座（ソーシャ
ルスキルトレーニング）を
実施する事業 

取
組 

ペアレント・プログラ
ム 

子ども発達支援課 

47Ｐ 
65Ｐ 

ソーシャルスキルト
レーニング 

子ども発達支援課 

 46 
市内における児童発
達支援 

発達支援を必要とする
子どもが増えており、サル
ビア学園での受け入れが
困難となった場合は、民
間活力の活用を企図し
た支援体制の拡充 

取
組 

児童発達支援事
業 

子ども発達支援課 

47Ｐ 

障害福祉課 

 47 発達相談及び療育支援  

発達に心配や遅れのあ
る子どもを持つ家族に対
して、相談の実施や療
育、関係機関との連携に
よる集団指導を実施し、
必要がある場合は福祉
サービスプランを作成 

取
組 

障害児相談支援
事業 

子ども発達支援課 

47Ｐ 

１歳６か月健診事
後指導会 

子ども発達支援課 

発達相談 子ども発達支援課 

やまびこルーム事業 子ども発達支援課 

 48 
障害児を持つ家庭の
負担軽減 

特別児童扶養手当の支
給や第３子以降でサルビ
ア学園に通う子どもの給
食費無償化及び低所得
世帯のサルビア学園に通
う子どもの給食費の減免 

取
組 

特別児童扶養手当 障害福祉課 

47Ｐ 
サルビア学園給食
費給付金 

子ども発達支援課 

 49 統合保育･交流保育 

保育園、幼稚園、認定こども園においては、障害の
ある子どもの教育・保育ニーズを受け止め、障害の
ある、ないに関わらず、一緒に生活する中でともに
育ちあう教育・保育の実施 

保育課 47Ｐ 

 50 特別支援教育 

発達障害をはじめ様々な
要因により、学校生活に
おいて困難を抱えている
児童・生徒への理解と支
援体制の充実 

取
組 

インクルーシブ教
育推進事業 

学校教育課 47Ｐ 

（３）子どもが安全・安心に育つ体制の整備 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ 51 養育支援訪問事業 
子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭や、若
年や多胎児など様々な理由により養育支援が必要
な家庭に対して家事・育児支援を行う事業 

子育て支援課 
47Ｐ 
65Ｐ 

 52 
子ども家庭総合支援
拠点の設置 

虐待における相談体制を強化するために令和４年
度までの設置を行う事業 

子育て支援課 47Ｐ 

 53 虐待に関する相談 
児童相談センター等の関係機関と連携をとり、児童
虐待等に関する相談、訪問等を実施 

子育て支援課 47Ｐ 
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 54 
生活困窮世帯の子ど
もへの学習支援 

生活困窮世帯の中学生
を対象に、学習すること
ができる場を提供し、高
校に進学できるように支
援するとともに、高校進
学者の高校中退の防止
をする事業 

取
組 

生活困窮者自立
支援事業（子ども
の学習・生活支援
事業） 

社会福祉課 47Ｐ 

 55 
生活困窮世帯への就
労支援 

生活困窮世帯を対象
に、就労支援を行う事業 

取
組 

生活困窮者自立
支援事業（自立相
談支援事業） 

社会福祉課 47Ｐ 

 56 就学援助費の支給 
経済的な理由により就学が困難な児童･生徒又は
就学予定者の保護者に対し小中学校に係る学用
品等の費用を援助 

学校教育課 47Ｐ 

 57 通訳活用事業 
外国籍児童を対象とした学校生活全般のポルトガ
ル語やタガログ語の通訳によるサポート 

学校教育課 47Ｐ 

方針６ 子育てしやすい社会環境の整備 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 
58 女性への就業支援 

就職を希望する女性を
対象としたセミナーの開
催や相談、求人情報の
提供により復職を支援
する事業 

取
組 

女性の再就職支援
事業 

商工課 
49Ｐ 
66Ｐ 地域職業相談室の

運営 
商工課 

 59 創業支援 

創業希望者、創業間も
ない人を対象に事業展
開、税制等の相談支援
の実施 

取
組 

創業に伴う各種相
談 

商工課 49Ｐ 

 60 

家事・育児等への参
画に向けた学習機会
の提供 

男性の家事、育児、介護
への参画や祖父母の子
育て支援を促進するため
講習会や学習機会の提
供 

取
組 

パパ講座 子育て支援課 

49Ｐ 

育メン広場 子育て支援課 

パパママ教室 健康推進課 

パパママ教室祖父
母編 

健康推進課 

公民館講座 生涯学習課 

 61 

子育て世帯の男性に
対する家事・育児参
画 

仕事と家事・育児などの
両立に配慮した働き方に
関する啓発及び企業に
対する有給休暇、ノー残
業デー制度などの取得
の促進 

取
組 

働き方に関する各
種情報の提供・周
知 

商工課 

49Ｐ 
企業へのワーク・ラ
イフ・バランスの啓
発 

市民協働課 

（２）子育てにやさしい環境の整備 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 62 公園等の維持管理 
子どもが安全に遊べる公
園、児童遊園の管理 

取
組 

児童遊園等の管理  子育て支援課 
49Ｐ 

公園と緑地の整備 公園緑地課 

 63 
多目的トイレ･おむつ
交換台等の設置 

愛知県「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」
に基づく公共施設等の整備 

施設保全課 49Ｐ 
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 64 見守り活動 

各地域住民及び団体等
による、児童・生徒の登
下校の見守りや、パトロー
ル活動の実施 

取
組 

スクールガード事業 学校教育課 

49Ｐ 

パトロール活動 市民安全課 

老人クラブのパトロ
ール 

高齢福祉課 

公園の夜間パトロ
ール 

公園緑地課 

犯罪・被害情報の
提供 

市民安全課 

地域こども見守り活
動支援 

社会福祉協議会 

 65 「こども１１０番の家」 
子どもを犯罪や危険から
守るための「こども110番
の家」の設置 

取
組 

こども１１０番の家 生涯学習課 49Ｐ 

（３）子育て家庭への経済的な支援 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

 
66 多世代住宅補助 

小学校修了前の子どもと親、祖父母等の３世代が
同居・近居することで、全ての世代が安心して生き
生きと暮らし、社会で活躍できることを目的に、多世
代住宅の建築や取得にかかる費用の一部を補助
する事業 

建築課 
49Ｐ 
66Ｐ 

 67 
児童手当・特例給付
の支給 

子育て家庭の生活安定の支援及び、次代の社会を
担う児童の健やかな成長に資することを目的とした
現金給付 

子育て支援課 49Ｐ 

 68 保育料等負担軽減 

３～５歳の授業料、保育
料の無償化、第３子以降
及び非課税世帯の０～２
歳の保育料・授業料の
無償化 

取
組 

保育園、幼稚園、
認定こども園の授
業料・保育料無償
化 

保育課 49Ｐ 

 69 給食費負担軽減 

第３子以降で保育園、幼
稚園、認定こども園、小
学校、中学校に通う子ど
もの給食費の無料化及
び、低所得世帯の保育
園、幼稚園、認定こども
園に通う子どもの副食代
の免除 

取
組 

第３子以降学校給
食費無料化事業 

総務課 

49Ｐ 

民間幼稚園等への
補足給付事業 

保育課 

 70 
高等学校等修学奨
学金の支給 

能力があるにもかかわらず、経済的理由により高等
学校等の修学が困難な生徒に対しての奨学金の支
給 

総務課 49Ｐ 

 71 
私立高等学校等授
業料の補助 

私立高等学校等に在籍する生徒の保護者に対して
の授業料の補助 

総務課 49Ｐ 
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方針７ 地域社会における子育て支援 

（１）子育て支援サービスの充実 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ 72 利用者支援事業 

子育て家庭の不安を取り
除くことを目的とし、子育
て支援アドバイザー及び
母子保健コーディネータ
ーがそれぞれの家庭に
応じた情報提供及び相
談等を行う事業 

取
組 

利用者支援事業
（基本型） 

子育て支援課 

51Ｐ 
67Ｐ 

利用者支援事業 
（母子保健型） 

健康推進課 

◎ 73 
地域子育て支援拠点
事業 

身近な地域に子育て中
の親子が集う場所を提
供し、交流や相談、情報
提供や講習会を行う事
業 

取
組 

地域子育て支援セ
ンター事業 

子育て支援課 
51Ｐ 
68Ｐ 

つどいの広場事業 子育て支援課 

◎ 74 
子育て短期入所生活
支援事業(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 

保護者の疾病等により、家庭において子どもの養育
が困難になったとき、児童養護施設等で短期間の
宿泊で子どもを預かる事業 

子育て支援課 
51Ｐ 
68Ｐ 

 75 地域活動事業 

保育園等による園開放
や、世代間交流、地域交
流を目的とした事業の実
施 

取
組 

園開放 保育課 
51Ｐ 

地域活動事業 保育課 

 76 
子育てに関する情報
発信 

子育て支援情報を総合
的にまとめた「子育て情
報誌」の発行や、ＷＥＢ
やＳＮＳを利用した情報
発信の実施 

取
組 

子育て支援総合ガ
イドブック 

子育て支援課 

51Ｐ 
子育て応援サイト
の運営 

子育て支援課 

 77 子育てに関する相談 
子育て支援センター、保健センター、保育園、幼稚
園、認定こども園、社会福祉協議会等で年齢に応
じた子育て相談の実施 

子育て支援課 

51Ｐ 
保育課 

社会福祉協議会 

健康推進課 

 78 子育てに関する講座 

まちかど講座、市民出前
講座など、親子で参加で
きる、子育てのためにな
る講座などの実施 

取
組 

親子で参加できる
各種体験講座の開
催 

生涯学習課 

51Ｐ 

アンフォーレ課 

子育て家庭教育に
関する学習機会の
提供 

生涯学習課 

親子遊び講習会 子育て支援課 

育児講習会 子育て支援課 

子育て支援センタ
ー共通講座 

子育て支援課 

子育て何でも相談
広場 

子育て支援課 
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（２）子育て支援ネットワークの構築 

重
点 

№ 施策・事業名 内容 担当課 
掲載 
頁数 

◎ 79 
ファミリー･サポート･セ
ンター事業 

育児の援助をする人（提供会員）と援助をしてもらい
たい人（依頼会員）が会員になり、お互いに助け合う
会員組織の事業  

子育て支援課 
51Ｐ 
69Ｐ 

 80 多世代間交流事業 
親子ふれあい等の世代
間交流事業の実施 

取
組 

地域ぐるみ親子ふ
れあい推進事業 

生涯学習課 51Ｐ 

 81 
安城市小中学校ふれ
あいネット事業 

学校と家庭や地域の連
携のもとに、児童や生徒
に関わる問題に対する活
動（講演会や研修会等）
の実施 

取
組 

ふれあいネット事業 学校教育課 51Ｐ 
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２ 安城市子ども・子育て会議条例 
 

（平成 25年安城市条例第 41号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「法」という。）

第 77条第１項の規定に基づき、安城市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 本市に安城市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 法第 77条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する「子ど

も・子育て支援」をいう。以下同じ。）に関し、市長が必要と認める事項を調査審議する

こと。 

（組織） 

第４条 子ども・子育て会議は、委員 20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 子ども・子育て支援に関する知識及び経験を有する者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) その他市長が必要と認める者 

（任期等） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長は会議

の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
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（関係者の出席等） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは

意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第９条 子ども・子育て会議に、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。 

（庶務） 

第 10条 子ども・子育て会議の庶務は、市長が定める機関において処理する。 

（委任） 

第 11条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子

ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 計画策定の経過 
 

実施年月日 会議名 内容 

平成３０年 １０月２４日 第１回策定幹事会・作業部会 ・計画の概要について 

・計画策定のスケジュールについて 

・市民アンケート調査票の内容について   １１月 ８日 子ども・子育て会議 

 

 

１２月 ７日 

アンケート調査 
・市民アンケート調査の実施４，０００件 

（就学前・小学生児童各２，０００件） 
1２月２１日 

平成３１年 ２月２２日 第２回策定幹事会・作業部会 

・市民アンケート調査結果について 
 ３月１２日 子ども・子育て会議 

令和元年 ６月２１日 第３回策定作業部会 

・計画骨子（案）について 

・第１章から第３章の原案について 
  ７月 ３日 第３回策定幹事会 

 ７月１８日 子ども・子育て会議 

 ９月１０日 第４回策定作業部会 

・実施施策の検討 

・第４章、５章の原案について 
 ９月１８日 第４回策定幹事会 

  １０月 ２日 子ども・子育て会議 

 １０月２５日 第５回策定作業部会 

・第６章の原案について 

・パブリックコメント提出用計画（案）について 
  １１月 ７日 第５回策定幹事会 

 １１月１８日 子ども・子育て会議 

 １２月 ６日 

パブリックコメント制度による意見募集 

令和２年 １月 ６日 

 １月２８日 第６回策定作業部会 
・パブリックコメントの結果報告 

・計画概要版（案）の検討 

・市長への答申 

 ２月 ５日 第６回策定幹事会 

 ２月２１日 子ども・子育て会議 
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４ 安城市子ども・子育て会議委員名簿 
２段書きの下段は役職交代による前任者 

役 職 氏   名 所 属 ・ 職 名 

会 長 神谷  明文 安城市社会福祉協議会会長 

副会長 
伊吹  直文 

安城市町内会長連絡協議会代表 
石川  伸男 

委 員 柴田  綾乃 安城市民生委員児童委員協議会会長 

委 員 成島  清美 安城市母子福祉会代表 

委 員 榊原  守 安城市主任児童委員部会部会長 

委 員 
石井  佳子 

安城市保育園・こども園父母の会代表 
細井  治子 

委 員 
杉田  昌信 

安城市立幼稚園ＰＴＡ代表 
喜邑  友宣 

委 員 執行  紀美代 安城市民間保育所協議会代表 

委 員 
寺部  曉 

愛知県私立幼稚園連盟安城支部代表 
岩瀨  せつ子 

委 員 
山村  孝幸 

愛知県刈谷児童相談センターセンター長 
塚本  有子 

委 員 
木戸  美代子 

愛知県衣浦東部保健所健康支援課課長 
塩ノ谷 真弓 

委 員 
神谷  早百巳 

安城市小中学校校長会代表 
都築  光男 

委 員 小野  真奈美 安城市医師会代表 

委 員 土肥  由美 企業代表 

委 員 鈴木  靖子 安城商工会議所代表（令和元年１０月６日任期満了） 

委 員 重田  一春 労働組合代表 

委 員 
稲垣  寿隆 

安城市子ども会育成連絡協議会代表 
杉浦  泰治 

委 員 
田村  千香子 

安城市ボランティア連絡協議会代表 
小松  千鶴子 

委 員 市川  彩 市民公募 

委 員 橋口  真美 市民公募 

委 員 木内  正範 市民公募（令和元年１０月６日任期満了） 

助言者 
新井  美保子 愛知教育大学副学長 

勅使  千鶴 日本福祉大学名誉教授 
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５ 用語集 
 

あ行 

 

ＩＣＴ 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈ

ｎｏｌｏｇｙ（情報通信技術）の略であり、ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍ

ａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）とほぼ同義の意味を持つが、

コンピューター関連の技術をＩＴ、コンピューター

技術の活用に着目する場合をＩＣＴと、区別して用

いる場合もある。 

 

育児休業 

育児介護休業法に規定され、労働者は対象と

なる子どもが１歳（一定の条件を満たす場合は、

１歳６か月）に達するまでの間で、申出により

子どもを養育するための休業を取得すること

ができ、事業主は、このことを理由に解雇その

他不利益な取扱いをすることを禁止されてい

る。 

 

一時預かり 

保護者の断続的または短期間の労働や傷病

等による緊急時その他の理由により、家庭で子

どもの保育が困難な場合に、保育園、幼稚園、

認定こども園等で一時的に子どもを預かるこ

と。 

 

延長保育（時間外保育事業） 

就労形態の多様化による保育ニーズに対応

するため、通常の保育時間を超えて保育を行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

か行 

 

子育て安心プラン 

平成２８年６月に閣議決定された「ニッポン

一億総活躍プラン」の一環で、主に、待機児童

の解消、女性の労働力率における「M 字カーブ」

（労働力率を表すグラフのカーブがＭ字にな

る現象）を解消することを目的とした政策。 

 

子育て支援アドバイザー 

子育てに関する知識を有する人で、日常的な

相談や子育て支援に関する情報の収集、提供を

行う。 

 

子育て支援センター 

子育て中の親子に対し、交流の場の提供、子

育て相談、育児情報の提供、育児講座の実施、

子育てサークルの支援など、子育て全般に関す

る専門的な支援を行う拠点施設。 

 

子育て世代包括支援センター 

妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出

産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に

応じて支援プランの策定や、地域の保健医療又

は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子

保健施策と子育て支援施策との一体的な提供

を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び

増進に関する包括的な支援を行う施設。 

 

子ども家庭総合支援拠点 

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実

情の把握、子ども等に関する相談全般から通

所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対

応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシ

ャルワーク業務までを行う機能を担う。 
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子ども１１０番の家 

子どもが危険を感じたときや助けを求めて

きたとき、子どもを保護し、警察などに通報す

ることに協力してくれる家や施設。 

 

子ども・子育て支援法 

子ども・子育て支援給付その他の子ども及び

子どもを養育している者に必要な支援を行い、

一人ひとりの子どもが健やかに成長すること

ができる社会の実現に寄与することを目的と

した法律。 

 

子ども・子育て支援制度 

子育てをめぐる全国的な現状、課題に対応す

るため、平成２４年８月に成立した子ども、子育

て関連３法に基づき、「質の高い幼児期の学校

教育、保育の総合的な提供」や「保育の量の拡

大・確保、教育・保育の質的改善」、「地域の子

ども・子育て支援の充実」を計画的に進めるた

めの制度。 

 

子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援法、及び国から示された

基本指針に基づき、５年間の計画期間における

乳幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援

についての需給計画。制度の実施主体として、

特別区を含めた全市町村が作成する。 

 

子どもの貧困 

絶対的貧困（必要最低限の生活水準が満たさ

れておらず心身の維持が困難である状態）、ま

たは相対的貧困（国の文化水準、生活水準と比

較して困窮した状態）となっている 17 歳以下

の子どもの存在及び生活状況のこと。 

 
 
 
 
 
 
 

さ行 

 

小１の壁 

子どもが小学校に入学後、子どもを遅い時間

まで預けることが困難になること等により、仕

事と子育ての両立が難しくなる問題のこと。 

 

人口動態 

一定期間内の出生、死亡、転入、転出等に伴

う人口の動き。 

 

新・放課後子ども総合プラン 

共働き家庭等の「小１の壁」・「待機児童」を

解消するとともに、全ての児童が放課後を安

全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うこ

とができるよう、放課後児童クラブと放課後子

供教室の両事業の計画的な整備等を推進する

政策。 

 

人口ビジョン 

各地方公共団体における人口の現状を分析

し、人口に関する地域住民の認識を共有し、今

後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を

提示するもの。 

 

児童センター 

児童に健全な遊び場を与えて体力を増進し、

情操を豊かにすることを目的とする「児童厚生

施設」。児童厚生員が配置されており、０歳か

ら１８歳未満の子どもが自由に遊ぶことができ

る。 

 

児童虐待 

身体的虐待、心理的虐待（言葉のおどしや無

視、子どもの目の前で家族に対して暴力をふる

う）、ネグレクト（養育・保護の怠慢、拒否）、

性的虐待など、子どもの健全な育成を妨げるこ

と。 
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就業率 

１５歳以上の人口に占める就業者の割合。総

務省統計局が毎月行っている「労働力調査」に

おいて、完全失業率とともに公表されている。 

 

少子化 

子どもの出生数の減少や出生率の低下が進

行する状態のこと。高齢化や将来の人口減少の

原因となる社会問題として近年クローズアッ

プされている。 

 

た行 

 

待機児童 

保護者が保育所等に入所申請し、入所要件に

該当しているにも関わらず、施設不足等の理由

によって、入所できていない子どものこと。 

 

男女共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が保障され、この結果、男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受でき、ともに責任を担うこと。 

 

地域子育て支援拠点 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教

育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報

提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとと

もに、関係機関との連絡調整等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

な行 

 

認定こども園 

小学校就学前の子どもに対する幼児教育・保

育を一体的に行い、保護者に対する子育て支援

を総合的に提供する施設。 

 

は行 

 

保育ニーズ 

保護者が、保育時間や保育日、入所などにつ

いて、行政機関や保育所に対して求める要望の

こと。 

 

放課後児童支援員 

放課後児童クラブ等で勤務する、学童保育の

指導のための専門資格を有している人。 

 

骨太の方針 

政策決定をめざした経済財政諮問会議がまと

め、閣議決定される「経済財政運営基本方針」の

略称。毎年度の予算編成や重要政策に反映され

ている。 

 

母子父子自立支援員 

社会福祉主事の任用資格又社会福祉士国家

試験の受験資格を有し、ひとり親家庭又は寡婦

家庭に対し、生活一般の相談に応じ、経済・教

育など諸問題の解決を助け、その自立に必要な

指導にあたる人。 

 

母子保健コーディネーター 

助産師・保健師等の専門職の人が担い、妊娠

中・出産後の体のことや、子どもの発達などの

様々な相談支援を行う。 
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や行 

 

幼児教育・保育の無償化 

令和元年１０月から始まった、幼稚園、保育所、

認定こども園などを利用する３歳から５歳児、

住民税非課税世帯の０歳から２歳児までの利

用料が無料になること。 

 

ら行 

 

療育 

医療・治療の「療」と、養育・保育の「育」

を合体した造語で、発達に何らかの偏りや心配

のある子どもが、基本的な生活習慣や社会性の

基礎を身に付けることを目的として行われる

支援のこと。 

 

わ行 

 

ワーク・ライフ・バランス 

働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、

趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以

外の生活」との調和をとり、その両方を充実さ

せる働き方、生き方のこと。 
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